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※課税上は株式投資信託として取扱われます｡

投資信託説明書（交付目論見書）
2009 .11

本 書 は 金 融 商 品 取 引 法（ 昭 和 2 3 年 法 律 第 2 5 号 ）第 1 3 条 の 規 定 に 基 づ く 目 論 見 書 で す 。

愛称：



１．�本書により行うDWS世界新興国株式ファンド（愛称：りそな　BRICsプラス）
（以下「ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金
融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を
平成21年5月18日に関東財務局長に提出しており、平成21年5月19日にそ
の効力が発生しております。

２．�当該有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信
託説明書（請求目論見書）は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該
販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご
自身で記録しておくようにしてください。

３．�当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きの
ほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資
家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されている
ものではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、
組入株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を
含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり
ます。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

発 行 者 名 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長　関崎　司
本店の所在の場所 東京都千代田区永田町二丁目11番１号

山王パークタワー
有価証券届出書の写し
を縦覧に供する場所 該当事項はありません。



下記の事項は、当ファンドをお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認い
ただきたい重要な事項としてお知らせするものです。�
お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分に
お読みください。�

記

■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落
や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、
損失を被ることがあります。また、当ファンドは主に外国の株式を実質的な投資対
象としますので、為替の変動により損失を被ることがあります。�
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額
の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。�
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リ
スク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。�
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢リスクと留意点｣をご覧ください。

■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料�
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.0％）以内で販売会社が定
める率を乗じて得た額とします。�
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。�
◆換金（解約）手数料�
当ファンドには、換金（解約）手数料はありません。�
◆信託財産留保額�
ありません。�
◆信託報酬�
ファンドの純資産総額に年率1.974％（税抜1.88％）を乗じて得た額とします。�
◆その他の費用�
・�信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷
費用等を含みます。）

・有価証券売買時の売買委託手数料�
・資産を外国で保管する場合の費用�等�
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。�
なお、当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金等」をご覧ください。

以上
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1 

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

詳しくは

P9
をご参照ください。

詳しくは

P11
をご参照ください。

詳しくは

P10
をご参照ください。

フ
ァ
ン
ド
名

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド

（
愛
称
：
り
そ
な�

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
プ
ラ
ス
）

基
本
的
性
格

追
加
型
投
信
／
海
外
／
株
式

運
用
の
基
本
方
針

信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
目
指
し
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

主
な
投
資
対
象

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）
を
通
じ
て
、
主
に
ブ

ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
、（
香
港
を
含
み
ま
す
。）
な
ど
新
興
国
の
企
業
の
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等
（
以
下
「
株
式

等
」
と
い
い
ま
す
。）
に
投
資
し
ま
す
。

主
な
投
資
制
限

●
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

●
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

主
な
リ
ス
ク

●
株
価
変
動
リ
ス
ク　

●
為
替
変
動
リ
ス
ク　

●
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク　

●
信
用
リ
ス
ク　

●
流
動
性
リ
ス
ク　

等

詳
し
く
は
、
後
述
の
「
リ
ス
ク
と
留
意
点
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

信
託
期
間

信
託
設
定
日
（
平
成
19
年
１
月
31
日
）
か
ら
無
期
限
と
し
ま
す
。

決
算
日

年
₂
回
、
原
則
と
し
て
毎
年
₂
月
18
日
お
よ
び
₈
月
18
日
と
し
ま
す
。

当
該
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
と
し
ま
す
。

収
益
分
配

毎
決
算
時
に
、
信
託
約
款
に
定
め
る
収
益
分
配
方
針
に
基
づ
い
て
行
い
ま
す
。

※
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場
合
に
は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。



2 りそな BRICsプラス〜DWS世界新興国株式ファンド〜

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
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組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

委託会社の照会先（基準価額、販売会社等について）

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス　http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル　　　　0120－442－785（受付時間：営業日の午前₉時から午後₅時まで）

詳しくは

P13
をご参照ください。

詳しくは

P17
をご参照ください。

詳しくは

P15
をご参照ください。

申
込
受
付
け

原
則
と
し
て
、
販
売
会
社
の
営
業
日
に
取
得
申
込
み
を
受
付
け
ま
す
。

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。

申
込
価
額

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

申
込
単
位

販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

申
込
手
数
料

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
₃
・
１
５
％
（
税
抜
₃
・
₀
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
手
数
料

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

解
約
受
付
け

原
則
と
し
て
、
販
売
会
社
の
営
業
日
に
解
約
請
求
を
受
付
け
ま
す
。

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き

ま
す
。

解
約
価
額

解
約
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

解
約
単
位

販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

信
託
財
産
留
保
額

あ
り
ま
せ
ん
。

解
約
代
金
支
払
日

原
則
と
し
て
、
解
約
請
求
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
お
い
て
お
支
払
い
い
た
し
ま
す
。

信
託
報
酬
等

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
し
年
率
₁
・
９
７
４
％
（
税
抜
₁
・
８
８
％
）

こ
の
他
に
、
純
資
産
総
額
に
対
し
て
年
率
０
・
1
０
％
を
上
限
と
し
て
諸
費
用
等
（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の

報
酬
、
印
刷
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）
が
信
託
財
産
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

ま
た
、
信
託
財
産
に
お
け
る
組
入
有
価
証
券
の
売
買
委
託
手
数
料
、
資
産
を
外
国
で
保
管
す
る
場
合
の
費
用
等
に
つ
い
て
も
、

別
途
信
託
財
産
が
負
担
し
ま
す
。
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概
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ァ
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フ
ァ
ン
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報
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入
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リ
ス
ク
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申
込（
販
売
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手
続
等

換
金（
解
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手
続
等
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用
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等

フ
ァ
ン
ド
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組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファン
ド」といい、ベビーファンドの資金をまとめ
て運用するためのファンドを「マザーファン
ド」といいます。

2 

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

◆預託証書
ある国の発行会社の株式を海外でも流通させ
るために、その会社の株式を銀行などに預託
し、その代替として海外で発行される証券の
ことをいいます。預託証書（DR）は、株式
と同様に証券取引所などで取引され、流通さ
れる市場や形態によって多様です。

 

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
、

ロ
シ
ア
、イ
ン
ド
、中
国（
香
港
を
含
む
。）（
以

下
「
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
」）な
ど
新
興
国
の
企
業
の

株
式
等
に
投
資
し
ま
す
。

�

主
に
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
と
、
そ
れ
に
プ
ラ
ス
し
て
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
に
続

く
高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
他
の
新
興
国
『
プ
ラ
ス
』

の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
し
ま
す
。

�『
プ
ラ
ス
』
に
つ
い
て
は
、
投
資
対
象
国
を
限
定
し
ま
せ
ん
。

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
を
中
心
に
『
プ
ラ
ス
』
に
も
投
資
す
る
こ
と
で
、
投

資
対
象
の
分
散
を
図
る
と
と
も
に
、
新
興
国
の
高
い
経
済
成
長
を

捉
え
、
中
長
期
的
に
高
い
リ
タ
ー
ン
を
追
求
す
る
運
用
を
目
指
し

ま
す
。

な
お
、
新
興
国
で
主
た
る
企
業
活
動
を
展
開
す
る
先
進
国
の
企
業

の
株
式
等
や
先
進
国
の
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
新
興
国
の
企

業
の
株
式
等
に
投
資
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
新
興
国
」
と
は
：

投
資
対
象
国
と
な
る
新
興
国
は
、
投
資
を
行
う
時
点
で
、
国
際
通
貨
基
金�

（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）、
世
界
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
（
Ｉ
Ｆ
Ｃ
）
等
が
先
進
国
に
定
め
て

い
な
い
す
べ
て
の
国
と
し
ま
す
。
な
お
、
投
資
対
象
国
と
な
る
新
興
国
の
定
義

は
、
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
判
断
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
後
記
「
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
概
要
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

1 フ
ァ
ン
ド
の
特
色

フ
ァ
ン
ド
の
特
色

《BRICs》と《プラス》の経済成長

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

■ 経済成長率（実質GDP）予想値

新興国

先進国

米国
ユーロ圏
日本

中国
インド
ロシア
ブラジル

-4 -2 2 6 8（％）0 4

■ 2011年（予）
■ 2010年（予）
■ 2009年（予）
■ 2008年

-10 0 5 15（％）-5 10

■ 2011年（予）
■ 2010年（予）
■ 2009年（予）
■ 2008年

出所：国際通貨基金（IMF）World Economic 
Outlook,  October 2009　
2009年以降は予測値。
※ 先進国、新興国の分類は国際通貨基金（IMF）

によるものです。

出所：国際通貨基金（IMF）Wor ld 
Economic Outlook,  October 2009 
2009年以降は予測値。

■ 2050年の経済規模  上位10カ国予想
（単位：兆米ドル）

中国

米国
インド

ブラジル
メキシコ
ロシア

インドネシア 英国

日本 ドイツ
0
10
20
30
40
50
60
70
80

出所：ゴールドマン・サックス証券が2007
年3月に発表した経済予測レポートを基にド
イチェ・アセット・マネジメント㈱作成。
※ 2008年の上位10カ国は、米国、日本、中

国、ドイツ、フランス、英国、イタリア、
ロシア、スペイン、ブラジル（ブラジルの
み推計値）、インドは12位

　 出所：国際通貨基金（IMF） World 
Economic Outlook, October 2009
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《プラス》の定義：ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）以外で投資対象国となる新興国《プラス》は、投資を行う時点で、国際通貨基金（ＩＭＦ）、
世界銀行、国際金融公社（ＩＦＣ）等が先進国に定めていないすべての国のうち、ＤＷＳがＢＲＩＣｓに続く高い経済成長が期待されていると判断する国
とします。なお、投資対象国となる新興国《プラス》の定義はＤＷＳの判断により変更される場合があります。

上記定義により、ＮＥＸＴ11（ゴールドマン・サックス）やＶＩＳＴＡ（ＢＲＩＣｓ経済研究所）など、ポストＢＲＩＣｓ、ネクストＢＲＩＣｓとして成長が期待される国・地域もす
べて投資対象に含みます。
以下はマザーファンドがすでに投資している国・地域および今後投資する可能性のある国・地域の例をご参考までに表示したものです。これらは当資料作
成時点のものであり、今後予告なく変更する場合があります。また、将来における当該国・地域の組入れを保証もしくは示唆するものではありません。実際に
投資する国・地域や企業、組入比率などは、ＤＷＳが決定いたします。

と 　　　   投資対象国・地域の例ＢＲＩＣｓ プラス

実質ＧＤＰ成長率：2008年5.6％、2009年（予）-7.5％、2010年（予）1.5％

実質ＧＤＰ成長率：2008年5.5％、2009年（予）-6.7％、
2010年（予）2.1％

国別・地域別実質ＧＤＰ成長率の出所：国際通貨基金（ＩＭＦ） World Economic Outlook, October 2009
※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

ＢＲＩＣｓ

プラス地域

ロシア

実質ＧＤＰ成長率：2008年9.0％、
2009年（予）8.5％、2010年（予）9.0％

ＢＲＩＣｓ 中国

実質ＧＤＰ成長率：2008年7.3％、2009年
（予）5.4％、2010年（予）6.4％

ＢＲＩＣｓ インド

実質ＧＤＰ成長率：2008年5.1％、2009年（予）
-0.7％、2010年（予）3.5％

ＢＲＩＣｓ ブラジル

CIS
（独立国家共同体、ロシアを除く旧ソ連加盟国）

2009年9月末時点で投資している国：なし
今後投資する可能性のある国：カザフスタン、ウクライナ、
グルジア等

実質ＧＤＰ成長率：2008年3.0％、2009年（予）-5.0％、
2010年（予）1.8％

プラス地域 欧州新興国

2009年9月末時点で投資している国：なし
今後投資する可能性のある国：ポーランド、ハンガリー、
チェコ、トルコ等

実質ＧＤＰ成長率：2008年4.2％、2009年（予）-2.5％、
2010年（予）2.9％

プラス地域 中南米・カリブ諸国

2009年9月末時点で投資している国：メキシコ、ペルー
今後投資する可能性のある国：コロンビア等

実質ＧＤＰ成長率：2008年5.4％、
2009年（予）2.0％、2010年（予）4.2％

プラス地域 中東

2009年9月末時点で投資している国：
なし
今後投資する可能性のある国：イラン、
ヨルダン、エジプト等

実質ＧＤＰ成長率：2008年5.2％、
2009年（予）1.7％、2010年（予）4.0％

プラス地域 アフリカ

2009年9月末時点で投資している国：
南アフリカ
今後投資する可能性のある国：
モロッコ、ナイジェリア等

実質ＧＤＰ成長率（ＡＳＥＡＮ5カ国：インドネシア、
マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）：2008年4.8％、
2009年（予）0.7％、2010年（予）4.0％

プラス地域 アジア

2009年9月末時点で投資している国：韓国、台湾、
インドネシア
今後投資する可能性のある国：フィリピン、ベトナム等
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◆外貨建資産
ファンドに組入れている外貨建の株式や債券
などを合計した資産を外貨建資産といいま
す。

◆為替ヘッジ
為替変動に係るリスクを回避するために、通
貨の先物取引やオプション取引を利用して、
将来のある時点に事前に決められた一定の交
換レートで外貨を売り、円を買う取引を行う
ことなどをいいます。

◆ファンド
多数の投資家から集めた資金をひとまとめに
して専門家が運用し、その成果を投資家に還
元する仕組みのことをいいます。本書では、
投資信託のことを指します。

 

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
運
用
指
図
に
関

す
る
権
限
を
、
D
W
S
に
委
託
し
ま
す
。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
は
、
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー

プ
の
リ
テ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
担
う
ド
イ
ツ
最
大
の
投
資
信
託
会
社

グ
ル
ー
プ
で
す
。
そ
の
運
用
資
産
残
高
は
、
ド
イ
ツ
首
位
を
誇
り

ま
す
。（
後
記
「
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
概
要
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
委
託
会
社
が
、
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
一
員
で
あ
る
デ
ィ
ー
・
ダ

ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・

ハ
ー
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
委
託
を
行
う
国
内
公
募
投
資
信

託
で
す
。

2
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
概
要

◆
設　
　
　
　
　

立
：　

１
９
５
６
年�

（
昭
和
31
年
）

◆
資　

本　

金
※
１

：　

１
・
１
５
億
ユ
ー
ロ

◆
従　

業　

員
※
１

：　

�

ド
イ
ツ
国
内�

１
，０
０
０
人
以
上�

グ
ロ
ー
バ
ル
※
２�

２
，０
０
０
人
以
上

◆
運
用
フ
ァ
ン
ド
数
※
１

：　

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内�
6
０
０
本
以
上�

グ
ロ
ー
バ
ル
※
３�
１
，０
０
０
本
以
上

◆
運
用
資
産
残
高
：　

�

ド
イ
ツ
国
内�

約
１
，２
７
３
億
ユ
ー
ロ
※
４�

グ
ロ
ー
バ
ル�

約
２
，3
１
０
億
ユ
ー
ロ
※
５

◆
市
場
シ
ェ
ア
※
４

：　

２
４
・
８
％
（
ド
イ
ツ
最
大
シ
ェ
ア
）

◆�

Ｄ
Ｗ
Ｓ
（
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
）
と
は
、‘
有
価
証
券

の
専
門
家
’
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語D

ie�W
ertpapier�

S
pezialisten

を
略
し
た
も
の
で
す
。

※
1�

２
０
０
８
年
12
月
末
現
在

※
２��

ド
イ
ツ
国
内
を
含
む
。

※
3��

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
を
含
む
。

※
４��

Ｄ
Ｗ
Ｓ
を
含
め
た
ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
資
産
運
用
残
高
ベ
ー
ス
（
外

国
籍
フ
ァ
ン
ド
を
含
む
）

２
０
０
９
年
６
月
末
現
在
、
出
所
：
ド
イ
ツ
投
資
信
託
協
会
（
Ｂ
Ｖ
Ｉ
）

※
５��

ド
イ
ツ
国
内
を
含
む
２
０
０
９
年
３
月
末
現
在

DWSを含めたドイツ銀行グループの資産運用残高ベース
（外国籍ファンドを含む）
2009年6月末現在
出所: ドイツ投資信託協会（BVI）

DEKA 19.9%

UNION 15.0%
AGI 14.1%

その他 21.0%

BGI
3.2%

Pioneer
2.0%

DWS 24.8%

グローバル・
マーケッツ

グローバル・
バンキング

プライベート・
ウェルス・
マネジメント

個人顧客およ
び中堅企業
向けビジネス

※ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ

2009年9月末現在

■ドイツの投資信託運用会社
－運用資産残高でDWSが首位－

資産
運用※

ドイチェ・アセット・
マネジメント DWS

法人・機関投資家
向けビジネス 個人・資産運用ビジネス

ドイツ銀行グループ
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◆トップダウン・アプローチ
経済情勢や産業動向などマクロ的な投資環境
の予測・分析などにより、投資の資産配分や
業種配分を決定した上で投資銘柄を選別する
運用手法をいいます。

◆ボトムアップ・アプローチ
個別銘柄に対する調査・分析に基づいて投資
銘柄を選別する運用手法をいいます。

◆ポートフォリオ
ファンド等の運用資産全体や、株・債券等の
有価証券の銘柄群などを指します。

3
・�

前
記
設
立
、
資
本
金
は
D
W
S
の
中
核
会
社
で
あ
る
D
W
S
イ
ン
ベ
ス
ト
メ

ン
ト
G
m
b
H
に
関
す
る
も
の
で
す
。

�

実
質
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
為
替
ヘッ
ジ
を
行
い
ま
せ
ん
。

「
実
質
外
貨
建
資
産
」
と
は
：

フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
外
貨
建
資
産

の
う
ち
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
（
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ

ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め

る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）
と
の

合
計
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。

ポートフォリオ
構築

企業の質と
成長性に注目した
銘柄選択

企業訪問
バリュエーション

トップダウン・アプローチ

マクロ分析
セクター・アロケーション

ボトムアップ・アプローチ

具
体
的
な
運
用
プ
ロ
セ
ス

具
体
的
な
運
用
プ
ロ
セ
ス

�

株
式
へ
の
投
資
に
あ
た
っ
て
は
、
収
益
性
・
成
長
性
な
ど
を
総
合
的

に
勘
案
し
て
選
択
し
た
銘
柄
に
投
資
し
ま
す
。

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
国
別
配
分
の
決
定
お
よ
び
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
個
別
銘
柄
の
選
択
を
行
い
、
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
構
築
し
ま
す
。

（
注
１
）
運
用
プ
ロ
セ
ス
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
も
の
で
す
。

（
注
２
）�

前
記
は
、
本
書
作
成
時
点
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
変
更
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※�

市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
運
用
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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基
本
的
性
格

当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。

単位型投信・
追加型投信

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉）

独立
区分 補足分類

株式

単位型投信 国内 債券 ＭＭＦ インデックス型

海外 不動産投信 ＭＲＦ

追加型投信 内外 その他資産(　　　) ＥＴＦ 特殊型

資産複合

＜商品分類表＞

＜商品分類の定義について＞
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
１．�「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであっ

てもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
２．�「投資対象地域」の区分のうち、「海外」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産

による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
３．�「投資対象資産（収益の源泉）」の区分のうち、「株式」とは、目論見書または投資信託約款において、

組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義につ
いては、社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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概
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情
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用語解説

投資対象資産 決算
頻度

投資対象
地域 投資形態 為替

ヘッジ
対象イン
デックス 特殊型

株式
年１回

年２回

年４回

年６回
（隔月）

年12回
（毎月）

日々

その他
（　　）

グローバル

あり
（　　　）

日経225

ブル・
ベア型

　一般
　大型株 日本　中小型株

北米 ファミリー
ファンド 条件付

運用型
債券
　一般 欧州　公債

TOPIX

　社債 アジア　その他債券 ロング・
ショート
型/絶対収
益追求型

　クレジット属性（　　　）
オセアニア

ファンド・
オブ・
ファンズ

不動産投信
中南米

その他資産
（投資信託証券（株式））

その他
（　　）

アフリカ なし

その他
（　　）

中近東
（中東）資産複合

（　　　）
　資産配分固定型 エマージング　資産配分変更型

＜属性区分表＞

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

＜属性区分の定義について＞
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
１．�「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債

券および不動産投信（リート）以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、
当ファンドは、マザーファンド（投資信託証券）を通じて実質的に株式に投資するため、商品分類表の「投
資対象資産（収益の源泉）」においては「株式」に分類されます。

２．�「決算頻度」の区分のうち、「年２回」とは、目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨
の記載があるものをいいます。

３．�「投資対象地域」の区分のうち、「エマージング」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資
産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いいます。

４．�「投資形態」の区分のうち、「ファミリーファンド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投
資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。

５．�「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行
わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、
社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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◆信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券など
の有価証券や現金などの財産をいいます。信
託財産は、受託会社により保管・管理されて
います。

◆純資産総額
ファンドに組入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得
られる配当金や利息などの収入を加えた資産
の総額から、ファンドの運用に必要な費用な
どを差し引いた金額のことです。

ｂ
．�

同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の

実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と

し
ま
す
。

⑤�

同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限

　

�

同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち

会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権

付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約

権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確

に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条

ノ
3
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権

付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま

す
。）
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％

以
下
と
し
ま
す
。

（
注
）�

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
「
投
資
制
限
」
に
つ
い
て
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
と
実
質
的

に
同
一
で
す
。

※　
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

〈
法
令
で
定
め
る
投
資
制
限
〉

①�

同
一
法
人
の
発
行
す
る
株
式
へ
の
投
資
制
限
（
投
資
信
託
及
び
投

資
法
人
に
関
す
る
法
律（
以
下「
投
信
法
」と
い
い
ま
す
。）第
9
条
）

　

�

委
託
会
社
は
、
同
一
の
法
人
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
、
次
の

ａ
．
の
数
が
ｂ
．
の
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該

株
式
を
信
託
財
産
で
取
得
す
る
こ
と
を
受
託
会
社
に
指
図
し
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

�
ａ
．�

委
託
会
社
が
運
用
の
指
図
を
行
う
す
べ
て
の
フ
ァ
ン
ド
で
保
有

す
る
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数

�
ｂ
．�
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数
に
１
０
０
分
の
50
の
率
を
乗
じ

て
得
た
数

②�

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
制
限
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に

関
す
る
内
閣
府
令
第
１
３
０
条
第
1
項
第
8
号
）

　

�

委
託
会
社
は
、
信
託
財
産
に
関
し
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
対
応
す
る
額
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
委
託
会
社
が
定
め
た
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
が
当

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、

中
国
（
香
港
を
含
む
。）
な
ど
新
興
国
の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
を
行

い
ま
す
。

※　
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

〈
信
託
約
款
で
定
め
る
主
な
投
資
制
限
〉

①�

株
式
へ
の
投
資
制
限

　

株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
※

に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

※　�

実
質
投
資
割
合
と
は
、
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
当
該
資
産
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に

属
す
る
当
該
資
産
の
う
ち
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
（
フ
ァ
ン
ド
に

属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
の
純

資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い

ま
す
。）
と
の
合
計
額
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
を
い
い
ま

す
。
以
下
同
じ
。

②�

外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
制
限

　

外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

③�

投
資
信
託
証
券
へ
の
投
資
制
限

　

�

投
資
信
託
証
券
（
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。）
へ

の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
5
％
以
下
と

し
ま
す
。

④�

同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限

ａ
．�

同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
制
限

主
な
投
資
制
限
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情
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用語解説

◆基準価額
純資産総額を計算日における受益権の総口数
で割ったものです。なお、便宜上１万口単位
に換算した価額で表示されることがあります。

◆受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益
者は保有口数に応じて収益分配金や償還金に
対する請求権、解約請求権などの権利を有し
ています。

3  

フ
ァ
ン
ド
情
報
の 

入
手
方
法

①
基
準
価
額

　

原
則
と
し
て
、
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。

ａ
．
委
託
会
社

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.dam

j.co.jp/

　

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

０
１
２
０
ー
４
４
２
ー
７
８
５

　
　
（
受
付
時
間
：
営
業
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

ｂ
．
販
売
会
社

　

・�

販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所
等
の
窓
口
で
問
合
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ｃ
．
日
本
経
済
新
聞

　

・�

原
則
と
し
て
、
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ
ン
基
準

価
格
」
欄
に
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

（
略
称
：
B
R
I
C
）

②
受
益
者
へ
の
定
期
報
告

　

�

委
託
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
の
末

日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券

の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
「
運
用

報
告
書
」
を
作
成
し
、
こ
れ
を
販
売
会
社
を
通
じ
て
当
該
信
託
財

産
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

③
受
益
者
へ
の
お
知
ら
せ

　

�
重
大
な
信
託
約
款
の
変
更
時
等
、
委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て

す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

毎
決
算
時（
原
則
と
し
て
毎
年
２
月
18
日
お
よ
び
8
月
18
日
。
た
だ
し
、

当
該
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）
に
、
原
則
と
し
て
以
下
の

方
針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

�

ａ
．�

分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
経
費
控
除
後
の
繰
越
分
を
含
め
た
配

当
等
収
益
と
売
買
益
（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）
等
の
全
額
と
し

ま
す
。

ｂ
．�

収
益
分
配
金
額
は
、
委
託
会
社
が
基
準
価
額
水
準
、
市
況
動
向

等
を
勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額

の
場
合
に
は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ｃ
．�

留
保
益
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託
会

社
の
判
断
に
基
づ
き
、
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま
す
。

分
配
方
針

分
配
方
針

該
信
託
財
産
の
純
資
産
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
新
株
予
約
権
証
券
ま
た
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を

表
示
す
る
証
券
も
し
く
は
証
書
に
係
る
取
引
お
よ
び
選
択
権
付
債

券
売
買
を
含
み
ま
す
。）
を
行
い
、
ま
た
は
継
続
す
る
こ
と
を
受
託

会
社
に
指
図
し
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
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◆円安
日本円と外国通貨とを交換する比率（＝為替
レート）は常に変化するものです。日本円の
価値が外国通貨より低くなることを円安とい
います。たとえば、昨日１ドル115円で、
今日１ドル117円に変化するような状況の
ことです。

◆債務不履行
一般に公社債などの発行者が、事前に約束し
た利払いを遅延したり、元本の償還が不能に
なることをいいます。デフォルトともいいま
す。

◆リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収益）
のブレ（変動）の大きさを指します。「リスク
が高い」ということは、当初に期待したリタ
ーン（収益）にならない可能性が高いという
ことです。期待に反して損失を被る可能性も
あります。リスクとリターンは一般的に比例
の関係にあり、高いリターン（収益）が期待
できる商品はリスク（変動性）も高くなります。

③
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク

発
行
国
の
政
治
、
経
済
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
金
融
・
証

券
市
場
が
混
乱
し
、
証
券
価
格
が
大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
新
興
国
市
場
）

に
は
、
一
般
に
先
進
諸
国
の
証
券
市
場
に
比
べ
、
市
場
規
模
、
証

券
取
引
量
が
小
さ
く
、
法
制
度
（
証
券
市
場
の
法
制
度
、
政
府
の

規
制
、
税
制
、
外
国
へ
の
送
金
規
制
等
）
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
が
未
発
達
で
あ
り
、
低
い
流
動
性
、
高
い
価
格
変
動
性
、

な
ら
び
に
決
済
の
低
い
効
率
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
企
業

情
報
の
開
示
等
の
基
準
が
先
進
諸
国
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
投
資

判
断
に
際
し
て
正
確
な
情
報
を
十
分
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
先
進
諸

国
の
証
券
市
場
に
比
べ
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
、
こ
れ

に
よ
り
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

④
信
用
リ
ス
ク

投
資
し
た
株
式
に
つ
い
て
、
発
行
者
の
経
営
・
財
務
状
況
の
変
化

お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
外
部
評
価
の
変
化
を
含
む
信
用
状
況
等

の
悪
化
は
価
格
下
落
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
フ
ァ

ン
ド
の
基
準
価
額
が
下
落
し
、
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑤
流
動
性
リ
ス
ク

急
激
か
つ
多
量
の
売
買
に
よ
り
市
場
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
場

合
、
ま
た
は
市
場
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
に
急
激
な
変
化
が
あ
り
、

市
場
規
模
の
縮
小
や
市
場
の
混
乱
が
生
じ
た
場
合
等
に
は
、
機
動

的
に
有
価
証
券
等
を
売
買
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
等
の
価
格
の
下
落
に
よ
り
、
フ

ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

⑥
フ
ァ
ン
ド
の
資
金
流
出
入
に
伴
う
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
の
追
加
設
定
（
フ
ァ
ン
ド
へ
の
資
金
流
入
）
お
よ
び

一
部
解
約
（
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
資
金
流
出
）
に
よ
る
資
金
の
流
出

入
に
伴
い
、
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
大

量
の
追
加
設
定
が
あ
っ
た
場
合
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
お
い
て
も

4 

リ
ス
ク
と
留
意
点

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、
株
式
な
ど

の
値
動
き
の
あ
る
証
券
（
外
貨
建
資
産
に
は
、
こ
の
他
に
為
替
変
動
リ

ス
ク
も
あ
り
ま
す
。）
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
基
準
価
額
は
変
動
し
ま

す
。し
た
が
っ
て
、
元
金
が
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
フ
ァ
ン
ド
に
生
じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
は
、
主
に
以
下
の
リ
ス
ク
に
よ
り
変
動
し
、

損
失
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

①
株
価
変
動
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
は
主
に
株
式
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
フ
ァ
ン
ド
の
基

準
価
額
は
組
入
れ
て
い
る
株
式
の
価
格
変
動
の
影
響
を
受
け
ま
す
。

株
式
の
価
格
は
政
治
経
済
情
勢
、
発
行
企
業
の
業
績
、
市
場
の
需

給
等
を
反
映
し
て
変
動
し
、
短
期
的
ま
た
は
長
期
的
に
大
き
く
下

落
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
株
式
の
発
行
者
に
経
営
不
振

も
し
く
は
債
務
不
履
行
等
が
生
じ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
れ
ら
が
予

想
さ
れ
る
局
面
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
株
式
の
価
格
は
大
き

く
下
落
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
価
格
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が

影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
為
替
変
動
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
は
主
に
外
国
の
株
式
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
フ
ァ
ン

ド
の
基
準
価
額
は
、
当
該
外
貨
建
資
産
の
通
貨
と
日
本
円
と
の
間

の
為
替
変
動
の
影
響
を
受
け
ま
す
。
為
替
変
動
リ
ス
ク
と
は
、
外

国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
外
貨
建
資
産
の
価
格
が
変
動
す
る
リ

ス
ク
を
い
い
ま
す
。
外
貨
建
資
産
の
価
格
は
、
通
常
、
当
該
外
国

通
貨
に
対
し
円
安
に
な
れ
ば
上
昇
し
ま
す
が
、
円
高
に
な
れ
ば
下

落
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
外
貨
建
資
産
の
価
格
が
下
落
し
た
場

合
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆円高
日本円と外国通貨とを交換する比率（＝為替
レート）は常に変化するものです。日本円の
価値が外国通貨より高くなることを円高とい
います。たとえば、昨日１ドル120円で、
今日１ドル118円に変化するような状況の
ことです。

用語解説

原
則
と
し
て
迅
速
に
有
価
証
券
の
組
入
れ
を
行
い
ま
す
が
、
買
付

け
予
定
銘
柄
に
よ
っ
て
は
流
動
性
な
ど
の
観
点
か
ら
買
付
け
終
了

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
様
に
大
量
の
解
約

が
あ
っ
た
場
合
に
も
解
約
資
金
を
手
当
て
す
る
た
め
保
有
証
券
を

大
量
に
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際

に
は
、
市
況
動
向
や
取
引
量
等
の
状
況
に
よ
っ
て
、
基
準
価
額
が

大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
を
投
資
対
象
と
す
る
他
の
ベ
ビ
ー
フ
ァ

ン
ド
の
追
加
設
定
・
一
部
解
約
等
に
よ
り
、
当
該
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン

ド
に
お
い
て
売
買
が
生
じ
た
場
合
等
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価

額
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑦
そ
の
他
の
留
意
点

・
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
16
項

に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を
「
取
引
所
」

と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の
売
買
ま
た
は
金
融
商
品

取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
も
し
く
は
同
項
第
５
号
の
取
引
を

行
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開
設
す
る
も
の
を
「
証
券
取
引
所
」

と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更

や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や

重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
取
得
申
込
み
・

解
約
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取

得
申
込
み
・
解
約
請
求
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
の
資
産
規
模
に
よ
っ
て
は
、
運
用
の
基
本
方
針
に
基

づ
く
運
用
が
効
率
的
に
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合

に
は
、
適
切
な
資
産
規
模
の
場
合
と
比
較
し
て
収
益
性
が
劣
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
等
に
必
要
な
手
続
き
等
を
経
て
繰
上
償
還
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

・
資
金
動
向
、
市
況
動
向
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
、
運
用
の
基
本
方

針
に
し
た
が
っ
た
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
次
の
日
は
取
得
申
込
み
お
よ
び
解
約
請
求
の
受

付
け
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

・�

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日

・
法
令
・
税
制
・
会
計
制
度
等
は
今
後
変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

・
投
資
対
象
国
の
政
府
当
局
に
よ
る
、
海
外
か
ら
の
投
資
規
制
や
課

徴
的
な
税
制
、
海
外
か
ら
の
送
回
金
規
制
な
ど
の
様
々
な
規
制
の

導
入
や
政
策
変
更
等
に
よ
り
、
投
資
対
象
国
の
証
券
へ
の
投
資
が

悪
影
響
を
被
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆自動けいぞく投資
収益分配時に、分配金から税金を差し引いた
金額を無手数料で同一ファンドに自動的に再
投資することをいいます。

◆販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀
行、生保、損保などの金融機関）をいいま
す。販売会社は、募集の取扱いのほか、解
約請求の受付け、収益分配金・償還金およ
び一部解約金の支払いなどを行い、ファンド
に関する投資家への窓口となります。

◆申込手数料
ファンドの取得申込みの際に投資家が販売会
社に支払う手数料のことです。申込手数料は
ファンド毎に販売会社がそれぞれ独自に定め
ています。

5  

申
込（
販
売
）手
続
等

①�

取
得
申
込
み
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
（
た

だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）
に
取

得
申
込
み
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
取
得
申
込
み
の
受
付
け
に
係

る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受

付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　

�

当
フ
ァ
ン
ド
は
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
の
分
配

時
に
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
「
一
般
コ
ー
ス
」
と
、
収
益
分
配

金
が
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
る
「
自
動
け
い
ぞ
く
投

資
コ
ー
ス
」
の
2
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド
の
取

得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
か
「
自

動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
し
出

る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
申
込
取
扱
場
所
に
よ
っ
て
は
、
ど

ち
ら
か
一
方
の
み
の
取
扱
い
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

���「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
す
る
場
合
、
取
得
申
込
者

は
、
当
該
販
売
会
社
と
の
間
で
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」に
し

た
が
っ
て
契
約
※
（
以
下
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」
と
い
い
ま

す
。）
を
締
結
し
ま
す
。
な
お
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
せ
ず
受
取

り
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
再
投
資
の
停

止
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※　�

販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
、
同
様
の
権
利
義

務
関
係
を
規
定
す
る
名
称
の
異
な
る
契
約
ま
た
は
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。

②�

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
み
と

同
時
に
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
当
該
取
得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替

を
行
う
た
め
後
述
の
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振

替
機
関
お
よ
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関
（
社
債
、

株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
社
振
法
」
と
い
い
ま
す
。）

第
2
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い
い
、
振
替
機
関
を

含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
口
座
を
申
し
出

る
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増

加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、

当
該
取
得
申
込
み
の
代
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座

に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新

た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振

替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委

託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規

定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま

た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ

た
受
益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る

方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し

た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

③�

申
込
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
は
、
各
計
算

期
間
終
了
日
（
決
算
日
）
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。
基
準
価
額
に

つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会
先
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

④�

申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
は
1
口
単
位
と
し
ま
す
。
申
込

単
位
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記

照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤�
申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

3
・
１
５
％
（
税
抜
3
・
0
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
定

め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申
込
手
数
料
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会
先
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
申
込
手
数
料
は
無
手
数
料
と

し
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆申込代金
申込金額（基準価額に取得申込口数を乗じて
得た額）に、申込手数料などを加算した額を
いいます。用語解説

◆受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。

購入を申し込む 申込価額の決定 申込代金を支払う

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785

1営業日目 2営業日目 販売会社が定める日まで

取得申込受付日の翌営業日
の基準価額が適用されます。

原則として販売会社が定める日までに申込代金を販売会社にお支払い
ください。

申込代金の支払いまで（イメージ図）

⑥�

申
込
代
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
日
ま

で
に
申
込
み
の
販
売
会
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑦�

取
得
申
込
み
の
受
付
け
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の

受
付
け
の
取
消
し
等

　

ａ
．�

信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

委
託
会
社
が
判
断
す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
取

得
申
込
み
の
受
付
け
を
制
限
ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ｂ
．�
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外

国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対

象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重

大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災

害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）

に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）

が
あ
る
と
き
は
、
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
中
止

す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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概
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組
み

・
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用
体
制

そ
の
他

◆買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益権を販売
会社に買い取ってもらうことにより換金する
方法をいいます。

⑥�

解
約
代
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
7
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、

営
業
所
等
に
お
い
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

⑦�

委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更

や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や

重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解

除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
前
記
③
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価

額
と
し
ま
す
。

（
注
）�

前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
受
益
権
を
買
い
取
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

6    

換
金（
解
約
）手
続
等

①�

受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託
会
社
に
一

部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
�

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社

の
営
業
日
（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日

ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除

き
ま
す
。）
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該

請
求
の
受
付
け
に
係
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し

た
も
の
を
当
日
の
受
付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

②�

当
フ
ァ
ン
ド
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ

の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者

の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会
社
が
行
う

の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同

口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

③�

解
約
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
の
翌
営

業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

　

�

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④�

解
約
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
解
約
単
位

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会

先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤�

お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
か
ら
解
約
に
係
る
所
定
の
税
金
を
差
し

引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
後
記
「
７�

費
用
・
税
金

等　

課
税
上
の
取
扱
い
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

�
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用語解説

解約を申し込む 解約価額の決定 解約代金の受取り

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785

1営業日目 2営業日目 7営業日目以降

解約請求受付日の翌営業日
の基準価額が適用されます。

原則として解約請求受付日
から起算して7営業日目か
らお受取りできます。

解約代金の受取りまで（イメージ図）
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◆信託報酬
受益者が信託財産から間接的に負担する費用
です。委託会社、受託会社、販売会社がそれ
ぞれの業務に対する報酬として受け取るもの
で、ファンド毎に一定の率が契約によって決
められています。

7 

費
用
・
税
金
等 

時期 項目 受益者の費用・税金

申 込 時
申込手数料 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手

数料率を乗じて得た額

信 託
期 間 中

信託報酬※ 信託財産の純資産総額に対して年率1.974％
（税抜1.88％）

【内訳】　
販売会社　�年率0.945％（税抜0.90％）
委託会社　�年率0.945％（税抜0.90％）
受託会社　�年率0.084％（税抜0.08％）

収益分配金
受 取 時

税金 普通分配金×10％（所得税7％、地方税3％）
（注）税率は平成24年1月1日から20％（所得税15％、地方税5％）となる予定です。

解 約 請 求
に よ る
換 金 時

信託財産
留保額

ありません。

税金 一部解約時の差益×10％（所得税7％、地方税3％）
（注）税率は平成24年１月１日から20％（所得税15％、地方税5％）となる予定です。

フ ァ ン ド
の 償 還 時

税金 償還時の差益×10％（所得税7％、地方税3％）
（注）税率は平成24年１月１日から20％（所得税15％、地方税5％）となる予定です。

＜個人の受益者の場合＞
以下の内容は平成21年９月末日現在施行されている税法に基づくものであり、税法が改正された場合等
には内容が変更されることがあります。

※�信託報酬ならびに当該信託報酬に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）は、毎計算期
末または信託終了のとき、信託財産より支払われます。
また、マザーファンドの運用の指図を行うディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハーに対する投
資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。

委託会社および受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の
取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われ
ます。

（注）課税上の取扱いの詳細については、後記「課税上の取扱い」をご参照ください。

買取請求については、販売会社にお問合せください。
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そ
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他

◆収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた
収益などを受益権の口数に応じて受益者に分
配することをいいます。収益分配金は、原則
として決算日から起算して5営業日までに販
売会社を通じて支払いを開始します。

用語解説

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
以
下
の
費
用
を
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産

中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

①�

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸
費
用

（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報
酬
、
印
刷
費
用
、
郵

そ
の
他
の
手
数
料
等

そ
の
他
の
手
数
料
等

送
費
用
、
公
告
費
用
、
格
付
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）
お
よ
び
受
託

会
社
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息（
以
下「
諸
経
費
」と
い
い
ま
す
。）

は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

②�

委
託
会
社
は
、
前
記
①
に
定
め
る
信
託
事
務
の
処
理
等
に
要
す
る

諸
費
用
の
支
払
い
を
信
託
財
産
の
た
め
に
行
い
、
支
払
金
額
を
信

託
財
産
か
ら
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
会

社
は
、
現
に
信
託
財
産
の
た
め
に
支
払
っ
た
金
額
を
受
領
す
る
際

に
、
あ
ら
か
じ
め
受
領
す
る
金
額
に
上
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
は
実
際
に
支
払
う
金
額
を
受
領
す
る
代

わ
り
に
、
か
か
る
諸
費
用
の
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
合
理
的
に
見
積

も
っ
た
う
え
で
、
実
際
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
費
用
額
を
上
限
と
し

て
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
に
て
信
託
財
産
か
ら
受
領
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

③�

前
記
②
に
お
い
て
、
諸
費
用
の
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額

を
定
め
る
場
合
、
委
託
会
社
は
信
託
財
産
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、

期
中
に
あ
ら
か
じ
め
委
託
会
社
が
定
め
た
範
囲
内
で
か
か
る
上
限
、

固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④�

前
記
②
に
お
い
て
諸
費
用
の
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定
め
る

場
合
、
か
か
る
諸
費
用
の
額
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
を
通

じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
応
じ
て
計
上
さ
れ
ま
す
。

か
か
る
諸
費
用
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
に
信

託
財
産
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

�

な
お
、
有
価
証
券
届
出
書
提
出
日
現
在
、
前
記
②
に
よ
り
定
め
る

上
限
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
率
0
・
１
0
％
を
乗
じ

て
得
た
金
額
と
し
ま
す
。

⑤�
信
託
財
産
に
お
け
る
組
入
有
価
証
券
の
売
買
の
際
に
発
生
す
る
売

買
委
託
手
数
料
等
の
証
券
取
引
に
伴
う
手
数
料
・
税
金
は
、
信
託

財
産
が
負
担
し
ま
す
。
こ
の
他
に
、
売
買
委
託
手
数
料
等
に
係
る

消
費
税
等
相
当
額
、
資
産
を
外
国
で
保
管
す
る
場
合
の
費
用
お
よ

び
先
物
取
引
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
も

信
託
財
産
が
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

申込時

申　込
手数料

所得税・
地方税

収益分配時

所得税・
地方税

所得税・
地方税

換金（解約）時 償還時

【
費
用・税
金
　

等
】

信託報酬（毎日）等

※詳細は前記をご参照ください。

申込みから換金（解約）および償還までの費用の概要（イメージ図）
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そ
の
他

◆普通分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中
で、課税される分配金のことです。

◆特別分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中
で、｢元本の一部の払い戻しに相当する部分」
として非課税扱いになる分配金のことです。

◆個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該
申込手数料に係る消費税等相当額は含まれま
せん。）のことです。

日
本
の
居
住
者
（
法
人
を
含
み
ま
す
。）
で
あ
る
受
益
者
に
対
す
る
課

税
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

①
個
別
元
本
方
式
に
つ
い
て

追
加
型
株
式
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受

益
権
の
価
額
等
（
申
込
手
数
料
お
よ
び
申
込
手
数
料
に
係
る
消
費

税
等
相
当
額
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。）
が
当
該
受
益
者
の
元
本
（
個
別

元
本
）
に
あ
た
り
ま
す
。

受
益
者
が
同
一
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
を
複
数
回
取
得
し
た
場
合
、

原
則
と
し
て
、
個
別
元
本
は
、
当
該
受
益
者
が
追
加
信
託
を
行
う

つ
ど
当
該
受
益
者
の
受
益
権
口
数
で
加
重
平
均
す
る
こ
と
に
よ
り

算
出
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
同
一
フ
ァ
ン
ド
を
複
数
の
販
売
会
社
で
取
得
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
販
売
会
社
毎
に
、
個
別
元
本
の
算
出
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
一
販
売
会
社
で
あ
っ
て
も
複
数
口
座
で
同
一
フ
ァ
ン
ド

を
取
得
す
る
場
合
は
当
該
口
座
毎
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
と
「
自
動

け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
の
両
コ
ー
ス
で
取
得
す
る
場
合
は
コ
ー

ス
別
に
、
個
別
元
本
の
算
出
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分
配
金
発
生

時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た
額
が
、

そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。（「
特
別
分
配

金
」
に
つ
い
て
は
下
記
「
②
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
」
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。）

②
収
益
分
配
金
に
つ
い
て

追
加
型
株
式
投
資
信
託
の
収
益
分
配
金
に
は
、
課
税
扱
い
と
な
る

「
普
通
分
配
金
」
と
非
課
税
扱
い
と
な
る
「
特
別
分
配
金
」（
受
益

者
の
元
本
の
一
部
払
戻
し
に
相
当
す
る
部
分
）
の
区
別
が
あ
り
ま

す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
際
、（
ⅰ
）
当
該
収
益
分
配
金

落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
同
額
の
場
合

ま
た
は
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
収
益
分
配
金
の
全
額
が
普
通
分
配
金
と
な
り
、（
ⅱ
）
当
該
収

益
分
配
金
落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
下

回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
下
回
る
部
分
の
額
が
特
別
分
配
金

と
な
り
、
当
該
収
益
分
配
金
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た

額
が
普
通
分
配
金
と
な
り
ま
す
。

③
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

以
下
の
内
容
は
平
成
21
年
9
月
末
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
税
法

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
内
容

が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ａ
．
個
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

◆
収
益
分
配
金
の
取
扱
い

収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税
扱
い
と
な
る
普
通
分
配
金
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
10
％
（
所
得
税
7
％
お
よ
び
地
方
税
3
％
）※
1
の
税

率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
、
申
告
不
要
制
度
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
確
定
申
告
を
行
い
、
総
合
課
税
ま
た
は
申
告
分
離
課

税
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
一
部
解
約
金
、
償
還
金
の
取
扱
い

一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の
差
益
に
つ
い
て
は
譲
渡
所
得
と
な

り
、
原
則
と
し
て
10
％
（
所
得
税
7
％
お
よ
び
地
方
税
3
％
）※
1

の
税
率
に
よ
る
申
告
分
離
課
税
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

収
益
分
配
金
の
う
ち
、
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通
分

配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
配

当
控
除
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ｂ
．
法
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

◆
収
益
分
配
金
、
一
部
解
約
金
、
償
還
金
の
取
扱
い

収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税
扱
い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一

部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の
個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
7

％
（
所
得
税
の
み
）※
2
の
税
率
で
源
泉
徴
収
さ
れ
、
法
人
の
受
取

額
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
地
方
税
の
源
泉
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

収
益
分
配
金
の
う
ち
、
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通
分

配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
益

金
不
算
入
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
1��

税
率
は
平
成
24
年
1
月
1
日
か
ら
20
％
（
所
得
税
15
％
お
よ
び
地
方
税
5
％
）

課
税
上
の
取
扱
い

課
税
上
の
取
扱
い
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用語解説

◆委託会社
信託財産の運用指図等を行う運用会社をいい
ます。商品の性格や運用方針などを決め、投
資家に商品を説明する目論見書や運用内容・
結果を説明する運用報告書の作成などを行い
ます。

8  

フ
ァ
ン
ド
の 

仕
組
み
・
運
用
体
制

① 

フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ン
ド
方
式
に
よ
り
運
用
し
ま
す
。

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ン
ド
方
式
」
と
は
：

運
用
お
よ
び
管
理
面
の
合
理
化
・
効
率
化
を
は
か
る
た
め
、
取
得

申
込
者
か
ら
集
め
た
資
金
を
ま
と
め
て
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
と
し
、

そ
の
資
金
を
主
と
し
て
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
て
実
質
的
な

運
用
を
行
う
仕
組
み
で
す
。

マザーファンド
DWS世界新興国株式マザーファンド

ファンド
DWS世界新興国株式ファンド
（愛称：りそな BRICsプラス）

受託会社
株式会社りそな銀行

（信託財産の管理業務等）
（再信託受託会社：日本トラスティ・
 　サービス信託銀行株式会社）

投資顧問会社
ディー・ダブリュー・エス・

フィナンツ・サービス・ゲー・エム・
ベー・ハー

（マザーファンドの運用指図等）

委託会社

ドイチェ・アセット・
マネジメント株式会社
（信託財産の運用指図等） 証券投資信託契約

投資顧問契約

投資信託受益権の募集・販売の
取扱い等に関する契約

販売会社
（受益権の募集の取扱い、販売、
一部解約の実行の請求の受付け、
収益分配金・償還金および
一部解約金の支払い等）

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

ファンドの仕組み

と
な
る
予
定
で
す
。

※
2��

税
率
は
平
成
24
年
1
月
1
日
か
ら
15
％
（
所
得
税
の
み
）
と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
１
）�

前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
受
益
権
を
買
い
取
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
買
取
請
求
時
の
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
販
売
会
社
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
注
２
）�

課
税
上
の
取
扱
い
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
税
務
専
門
家
ま
た
は
税
務
署
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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◆受託会社
信託財産の保管・管理を行う信託会社または
信託業務を行う銀行をいいます。委託会社と
締結した信託契約に基づいて、信託財産の
保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保
管・管理する外国の金融機関への指図または
連絡などの業務を行います。

◆目論見書
ファンドの内容を説明する法定文書です。
ファンドの申込者に必ず交付しなければなら
ない「交付目論見書」と、投資家から請求が
あった場合に交付される「請求目論見書」が
あります。なお、別称として「投資信託説明
書」と称して使用する場合があります。

■　資本金の額　（2009年9月末現在）
資本金の額 3,078百万円

■　沿革
1985年 モルガン�グレンフェル�インターナショナル�アセット�マネジメント（株）設立
1987年 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
1990年 ドイツ銀投資顧問（株）と合併し、ディービー�モルガン�グレンフェル�アセット�マネジメント（株）に社名を変更
1995年 ディービー�モルガン�グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更

証券投資信託委託会社免許取得
1996年 ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更
1999年 バンカース・トラスト投信投資顧問（株）と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント（株）に社名を変更
2002年 チューリッヒ・スカダー投資顧問（株）と合併
2005年 ドイチェ・アセット・マネジメント（株）とドイチェ信託銀行（株）の資産運用サービス業務を統合

資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント（株）に一本化

■　大株主の状況　（2009年9月末日現在）
名 称 ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド
住 所 シンガポール048583　ワン�ラフルズ�クウェイ�#17－10
所有株式 61,560株
所有比率 100％

委
託
会
社
の
概
況

委
託
会
社
の
概
況

②
委
託
会
社
お
よ
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人

　

�

委
託
会
社
お
よ
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人
の
名
称
、
フ
ァ
ン
ド
の

運
営
上
の
役
割
は
次
の
通
り
で
す
。

ａ
． 

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
（「
委
託
会

社
」）

　
　

�

当
フ
ァ
ン
ド
の
委
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産
の
運
用
指
図
、

受
託
会
社
と
の
信
託
契
約
の
締
結
、
目
論
見
書
・
運
用
報
告
書

の
作
成
等
を
行
い
ま
す
。

ｂ
． 

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
（「
受
託
会
社
」）

（
再
信
託
受
託
会
社
：
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ･

サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行

株
式
会
社
）

　
　

�

委
託
会
社
と
の
間
で
「
証
券
投
資
信
託
契
約
」
を
締
結
し
、
こ

れ
に
基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産

の
保
管
・
管
理
、
基
準
価
額
の
計
算
、
外
国
証
券
を
保
管
・
管

理
す
る
外
国
の
金
融
機
関
へ
の
指
図
等
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

信
託
事
務
の
一
部
に
つ
き
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託

銀
行
株
式
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｃ
．「
販
売
会
社
」

　
　

�

委
託
会
社
と
の
間
で
「
投
資
信
託
受
益
権
の
募
集
・
販
売
の
取

扱
い
等
に
関
す
る
契
約
」
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
フ

ァ
ン
ド
の
販
売
会
社
と
し
て
、
受
益
権
の
募
集
の
取
扱
い
、
販

売
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
、
収
益
分
配
金
・
償

還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
等
を
行
い
ま
す
。

ｄ
． 

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・

ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（「
投
資
顧
問
会
社
」）

　
　

�

委
託
会
社
か
ら
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
、

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
指
図
等
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
委
託

を
受
け
た
者
が
、
法
律
に
違
反
し
た
場
合
、
信
託
契
約
に
違
反

し
た
場
合
、
信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
等

に
お
い
て
、
委
託
会
社
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委

託
を
中
止
ま
た
は
委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

用語解説

外国株式
為　替

● 資産別動向予測
● 運用戦略の方向性の決定

● パフォーマンス分析
● 均一性のチェック
● リスクコントロール

● 資産配分の執行
● ポートフォリオの構築

● 顧客運用ガイドライン
● 執行状況のモニタリング

● ファンド運用
　計画の承認

● ファンド運用
　計画の作成

● 運用上の改善点の検討
● ガイドラインの遵守状況
● その他法令遵守状況

● 投資環境調査

● 委託

運用部

ポートフォリオの構築

運用評価会議

インベストメント・
コントロール・コミッティー

投資戦略会議 ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
（グローバル）

ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・
サービス・ゲー・エム・ベー・ハー

チーフ・インベストメント・オフィサー

運用担当者

コンプライアンス部
モニタリング・チーム

運用体制

委
託
会
社
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
運
用
指
図
に
関
す
る
権
限

を
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ

ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（
所
在
地
：
ド
イ
ツ　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）

に
委
託
し
ま
す（
以
下
、「
運
用
委
託
先
」と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）。

運
用
計
画
の
作
成
、
法
令
等
の
遵
守
状
況
確
認
、
運
用
評
価
お
よ
び

リ
ス
ク
管
理
等
の
そ
の
他
運
用
に
関
連
す
る
業
務
は
、
委
託
会
社
の

運
用
部
が
行
い
ま
す
。
当
該
運
用
部
に
お
け
る
主
な
意
思
決
定
機
関

は
、
投
資
戦
略
会
議
、
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ

ミ
ッ
テ
ィ
ー
、
運
用
評
価
会
議
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
チ
ー
フ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
オ
フ
ィ
サ
ー
が
主
催
し
、

各
運
用
担
当
者
お
よ
び
必
要
に
応
じ
て
関
係
部
署
の
代
表
者
が
参
加

し
て
行
わ
れ
ま
す
。

投
資
戦
略
会
議
で
は
、
投
資
環
境
予
測
や
運
用
戦
略
の
方
向
性
の
決

定
な
ど
、
運
用
計
画
の
作
成
に
必
要
な
基
本
的
な
事
項
を
審
議
し
ま

す
。
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
で
は
、

顧
客
勘
定
に
お
け
る
運
用
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
等
を
把
握
し
、
必

要
な
意
思
決
定
を
行
い
ま
す
。
運
用
評
価
会
議
で
は
、
超
過
収
益
率

の
要
因
分
析
や
投
資
行
動
、
均
一
性
等
を
含
め
て
審
議
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
運
用
体
制
に
つ
い
て
は
、
社
内
規
程
お
よ
び
運
用
部
部
内
規

程
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

運
用
委
託
先
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
、
当
該
委
託
先
と
の
継
続
的

な
情
報
交
換
お
よ
び
定
期
的
な
訪
問
な
ど
を
通
じ
て
、
運
用
面
、
法

令
遵
守
面
、
業
務
執
行
面
か
ら
評
価
を
行
い
ま
す
。
評
価
結
果
は
前

述
の
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
報

告
さ
れ
、
同
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
行
い

ま
す
。

運
用
体
制

運
用
体
制

①
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
体
制
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

運用の流れ

DO
ポートフォリオの構築

SEE
モニタリング／レビュー

PLAN
運用計画の作成

●�

運
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

に
展
開
す
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
・
グ
ル
ー
プ
の
海
外
拠
点
と
情
報
交
換
を
行
い
、

世
界
の
投
資
環
境
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
ま
す
。

●�

投
資
戦
略
会
議
に
お
い
て
、
各
投
資
対
象
に
つ
い

て
の
大
ま
か
な
運
用
方
針
を
決
定
し
ま
す
。

●�

運
用
担
当
者
は
、
投
資
戦
略
会
議
の
方
針
に
し
た

が
っ
て
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
計
画
を
作
成
し
、
チ
ー

フ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
承
認

を
得
ま
す
。

●�

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
チ
ー

ム
が
、
個
々
の
売
買
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違

反
等
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
す
。

●�

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ

テ
ィ
ー
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
状
況

や
運
用
上
の
改
善
す
べ
き
点
な
ど
に
つ
い
て
検
討

を
行
い
ま
す
。

●�

運
用
評
価
会
議
で
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
成
績
を

分
析
す
る
と
共
に
、
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
や
他
フ

ァ
ン
ド
と
の
均
一
性
な
ど
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
を

行
い
ま
す
。

●�

承
認
さ
れ
た
運
用
計
画
に
し
た
が
っ
て
、
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
構
築
を
行
い
ま
す
。

●�

運
用
業
務
管
理
等
の
社
内
規
程
に
則
り
、
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
管
理
を
行
い
ま
す
。

●�

個
々
の
投
資
判
断
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・

サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
に
所
属

す
る
運
用
チ
ー
ム
へ
委
託
を
行
い
ま
す
。

〈
内
部
管
理
お
よ
び
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
意
思
決
定
を
監
督
す
る
組
織
〉

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
、
そ
の

活
動
内
容
等
を
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
報
告
し
ま

す
。
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
代
表
取
締
役
が
議
長
を

務
め
、
委
託
会
社
の
業
務
運
営
、
リ
ス
ク
管
理
お
よ
び
内
部
統
制
等

に
係
る
諸
問
題
を
把
握
し
、
取
締
役
会
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
取
締

役
会
に
対
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に

つ
い
て
は
代
表
取
締
役
が
行
う
意
思
決
定
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て

の
役
割
を
担
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
は
、
運
用

部
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
遵
守
状
況
お
よ
び
利
益
相

反
取
引
等
の
検
証
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
独
立
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

活
動
と
し
て
、
す
べ
て
の
部
門
か
ら
独
立
し
た
監
査
部
が
内
部
統
制

の
有
効
性
お
よ
び
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
効
率
性
を
検
証
し
、
経
営
陣
に

対
し
て
問
題
点
の
指
摘
、
改
善
点
の
提
案
を
行
い
ま
す
。
前
記
各
組

織
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部
管
理
機
能
の
有
効
性
の
観
点
か
ら
十
分

な
人
員
を
確
保
し
て
お
り
ま
す
。

〈
委
託
会
社
等
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人
に
対
す
る
管
理
体
制
〉

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
託
会
社
に
対
す
る
管
理
に
つ
い
て
は
、
証
券
投
資

信
託
契
約
に
基
づ
く
受
託
会
社
と
し
て
の
業
務
の
適
切
な
遂
行
お
よ

び
全
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
委
託
会
社
の
業
務
部
に
お
い
て
モ

ニ
タ
ー
し
て
お
り
ま
す
。

運
用
委
託
先
に
対
し
て
は
、
運
用
委
託
に
関
す
る
社
内
規
程
に
基
づ

き
管
理
し
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
資
産
運
用
能
力
（
運
用
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
実
績
）、
信
用
力
、
リ
ス
ク
管
理
能
力
（
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
遵
守
状
況
含
む
。）
お
よ
び
内
部
統
制
の
状
況
（
ま
た
は
内
部

監
査
の
実
施
状
況
）
の
観
点
か
ら
、
定
期
的
に
運
用
委
託
先
を
定
量

的
・
定
性
的
に
評
価
し
ま
す
。
評
価
結
果
は
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
報
告
さ
れ
、
同
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

は
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
運
用
委
託
先
の
契
約
継
続
の
可
否
等
を
検

討
し
ま
す
。
ま
た
重
要
な
契
約
違
反
、
エ
ラ
ー
ま
た
は
問
題
点
な
ど

が
判
明
し
た
場
合
、
直
ち
に
運
用
委
託
先
に
報
告
お
よ
び
是
正
を
求

め
る
も
の
と
し
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆ファンド・マネジャー
ファンドの運用に携わる専門家のことをいい
ます。

用語解説

②
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
、
世
界
30
都
市
以
上
に
拠

点
を
構
え
、
総
勢
８
４
４
人
の
フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
お
よ
び

リ
サ
ー
チ
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
等
の
投
資
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

が
緊
密
な
チ
ー
ム
体
制
の
も
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
調

査
・
分
析
、
運
用
業
務
な
ど
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

（
注
）
運
用
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

委
託
会
社
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
は
次
の
通
り
で
す
。

①
リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て

リスク・
マネジメント・
コミッティー

ニュー・プロダクト・
アプルーバル・
コミッティー

インベストメント・
コントロール・
コミッティー

エグゼクティブ・
コミッティー

コンプライアンス&
インターナル・

オーディット・コミッティー

取締役会

代表取締役社長

②
各
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
等
の
概
要

◆
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・�

業
務
運
営
、
リ
ス
ク
管
理
お
よ
び
内
部
統
制
等
に
係
る
諸
問
題
を
把

握
し
、
取
締
役
会
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
対
す
る
諮
問

機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
代
表
取

締
役
が
行
う
意
思
決
定
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
い
ま

す
。

・
毎
月
開
催

◆
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・�

リ
ス
ク
管
理
（
主
と
し
て
自
己
勘
定
お
よ
び
委
託
会
社
全
体
に
係
る

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

ミラノ
シドニー

ニューヨーク

東京

香港

モスクワ

マドリード

ボストン

ロンドン

エッシュボーン
フランクフルト

ワルシャワ

チューリッヒ

ソウル

シンガポール

ムンバイ

パリ

サンフランシスコ
ミルウォーキー
シカゴ

ルイビル

ドバイ*
マナーマ*
リヤド*

アムステルダム*
ブリュッセル*
ルクセンブルグ*
ウィーン*

モントリオール*

サンティアゴ*

北京

ストックホルム*

マニラ*

台北

年6月末現在年 月末現在
*営業／クライアントサービス拠点のみ メルボルン

2009
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

リ
ス
ク
）
お
よ
び
内
部
統
制
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
機
関

で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・�
顧
客
勘
定
に
お
け
る
運
用
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
等
を
把
握
し
、
意

思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
ニ
ュ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ア
プ
ル
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・�

新
商
品
の
導
入
に
あ
た
り
、
付
随
す
る
諸
問
題
等
を
導
入
前
に
検
討

し
、
導
入
の
承
認
を
決
議
す
る
と
と
も
に
、
既
存
商
品
の
変
更
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
検
討
し
、
当
該
変
更
の
承
認
を
決
議
す
る
機
関
で

す
。

・
随
時
開
催

◆ 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
＆
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
コ
ミ

ッ
テ
ィ
ー

・�

法
務
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
お
よ
び
監
査
に
係
る
諸
問
題
等
（
役
職

員
の
表
彰
・
懲
戒
に
係
る
事
項
を
含
む
。）
を
把
握
し
、
必
要
な
意

思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
３
ヵ
月
毎
に
開
催

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

・�

法
令
お
よ
び
諸
規
則
の
遵
守
状
況
・
運
用
業
務
等
の
適
正
な
執
行
の

管
理
を
行
い
ま
す
。

・�

違
反
等
の
是
正
・
改
善
お
よ
び
未
然
防
止
の
た
め
の
助
言
、
チ
ェ
ッ

ク
、
取
締
役
会
へ
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

・�

資
産
運
用
は
、
運
用
部
に
よ
る
内
部
管
理
の
ほ
か
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
部
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
チ
ー
ム
が
顧
客
投
資
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

遵
守
等
、
運
用
部
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
以
下
の
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク

し
ま
す
。

　

・
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
モ
ニ
タ
ー

　

・
取
引
の
妥
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク

　

・
利
益
相
反
取
引
の
チ
ェ
ッ
ク

◆
監
査
部

・�

監
査
部
は
、
内
部
監
査
の
立
案
、
実
施
等
を
行
い
、
委
託
会
社
に
お

け
る
内
部
管
理
態
勢
、
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
適
切
性
、
有
効
性
の
検

証
を
行
い
ま
す
。

（
注
）�

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆信託期間
ファンドが設定されてから償還されるまでの
期間をいいます。

用語解説

9  

そ
の
他

■
資
産
の
評
価

　
〈
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等
に
つ
い
て
〉

　

�
基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用

有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協

会
規
則
に
し
た
が
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総

額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下｢

純
資
産
総
額｣

と
い

い
ま
す
。)�
を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額

を
い
い
ま
す
。

　

�

受
益
権
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価

額
で
す
。
な
お
、
便
宜
上
１
万
口
当
た
り
に

換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
基
準
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会

社
の
営
業
日
に
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。

　

�

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は

委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

　

�

ま
た
、
原
則
と
し
て
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）

の
「
オ
ー
プ
ン
基
準
価
格
」
欄
に
、
前
日
付

の
基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

（
略
称
：
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

■
保
管

　

�

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
た
め
、
保
管
に

関
す
る
該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
信
託
期
間

　

�

信
託
契
約
締
結
日
（
平
成
19
年
1
月
31
日
）
か
ら
無
期
限
と
し

ま
す
。

■
計
算
期
間

　

①�

当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
2
月
19
日
か
ら
8
月
18
日

ま
で
お
よ
び
8
月
19
日
か
ら
翌
年
2
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と

を
原
則
と
し
ま
す
。

　

②�

前
記
①
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
計
算
期
間
終
了
日
に
該
当
す
る
日

（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が
休
業
日
の
と
き
、
各
計

算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り

次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

■
信
託
の
終
了

　

①�
委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、

受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
信

託
終
了
前
に
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た

め
に
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事

情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信

　

〈
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法
〉

外
国
為
替
予
約
取
引

外
貨
建
資
産

公
社
債
等

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧

客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧

客
電
信
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
し

た
が
っ
て
、
時
価
評
価
し
ま
す
。

株
式

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

原
則
と
し
て
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
計
算
日
の

最
終
相
場
（
外
国
で
取
引
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
計
算
日
に
知
り
う
る
直

近
の
日
の
最
終
相
場
）
で
評
価
し
ま
す
。

基
準
価
額
で
評
価
し
ま
す
。

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

◆信託約款
ファンドの運営・管理上の基本となる運用方
針や仕組み等を定めているものです。「投資
信託及び投資法人に関する法律」に基づいて
作成され、あらかじめ監督官庁に届出が行わ
れます。委託会社と受託会社は、信託約款に
基づいてファンドの運営・管理を行います。

◆公告
国、公共団体、企業が、ある事項を広く一般
に知らせること。官報・新聞への掲載や掲示
など文書によるものをいいます。

の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の

内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

　

②�

委
託
会
社
は
、
前
記
①
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重

大
な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨

お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
す
べ
て

の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て

公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

③�

前
記
②
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

　

④�

前
記
③
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
①
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

　

⑤�

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た

と
き
は
、
原
則
と
し
て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

■
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

　

①�
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解

約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

　

②�

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
記
「
■
信
託
約
款
の
変
更
」

の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
会
社
は
あ
ら
か
じ
め
解
約
し
よ
う

と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

　

②�

委
託
会
社
は
、
前
記
①
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
解
約

し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面

を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付

し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者

に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を

行
い
ま
せ
ん
。

　

③�

前
記
②
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

　

④�

前
記
③
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
①
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

　

⑤�

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た

と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

⑥�

前
記
③
か
ら
⑤
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、

真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前

記
③
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書

面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

■
信
託
約
款
の
変
更

　

①�

委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

用語解説

■
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

　

①�

委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

②�

委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
受
託
会
社
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い

　

①�

受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場

合
、
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社
ま
た

は
受
益
者
は
、
裁
判
所
に
受
託
会
社
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所

が
受
託
会
社
を
解
任
し
た
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記
「
■
信

託
約
款
の
変
更
」
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社
を
選
任

し
ま
す
。

　

②�

委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会

社
は
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

■
公
告

　

�

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。

■
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い

　

�

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

■
再
信
託

　
�

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に

つ
い
て
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
と
再

信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
係
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て
所
定
の
事

務
を
行
い
ま
す
。

■
委
託
会
社
の
登
録
取
消
し
等
に
伴
う
取
扱
い

　

①�

委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
、

解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社

は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

　

②�

前
記
①
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
前
記
「
■
信

託
約
款
の
変
更　

④
」
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資

信
託
委
託
会
社
と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

■
運
用
報
告
書

　

�

委
託
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
当
該
信
託
財
産
の
計
算
期
間
の

末
日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証

券
の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
運
用

報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
販
売
会
社
を
通
じ
て
当
該
信
託
財
産

に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

■
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

　

①�

投
資
信
託
受
益
権
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約

　
　

�

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
１
年
間
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

期
間
満
了
3
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
い

ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に

１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長
後
の
取
扱
い
に
つ

い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
ま
た
は
販

売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
３
ヵ
月
前
に

な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

②
投
資
顧
問
契
約

　

�

契
約
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
90
日
以
上
前
の
書
面
に
よ
る
相
手
方
へ
の
通
知
に
よ
り
、

ど
ち
ら
の
当
事
者
も
投
資
顧
問
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
終
了
の
通
知
に
際
し
、
投
資
顧
問
会
社
は
委
託
会
社
に

よ
り
別
段
指
示
さ
れ
な
い
限
り
、
終
了
日
ま
で
運
用
の
指
図
を

続
け
る
も
の
と
し
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら

10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、

受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社
に
帰
属
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
権
の
一
部
解
約
請
求
権

受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
を

通
じ
て
、
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
7
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま

す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

前
記
「
フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
」
の
「
■
信
託
の
終
了
」
ま
た
は
「
■
信
託
約
款
の
変
更
」

の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一

定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、

受
託
会
社
に
対
し
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
を
、
信
託
財
産
を

も
っ
て
買
い
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
き
に
関
す
る

事
項
は
、
前
記
「
フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
」
の
「
■
信
託
の
終
了　

②
」
ま
た
は
「
■
信

託
約
款
の
変
更　

②
」
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し

ま
す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド

の
信
託
財
産
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
い
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持

分
に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

収
益
分
配
金
は
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日

ま
で
に
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載

ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
係
る
決

算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益

者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
係
る
決
算
日
以
前

に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会

社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は

原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
を
開
始
し
ま
す
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
収
益
分

配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
、
再
投
資
に
よ
り
増

加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
5
年
間
そ
の

支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
会
社

か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

②
償
還
金
に
対
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る

権
利
を
有
し
ま
す
。

償
還
金
は
、
原
則
と
し
て
信
託
終
了
日
（
信
託
終
了
日
が
休
業
日

の
場
合
は
翌
営
業
日
）
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
ま
で
に
、
信
託

終
了
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記

録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
信
託
終
了
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約

が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該

信
託
終
了
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払

前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受

益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払

い
を
開
始
し
ま
す
。

受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
情
報
の

入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

申
込（
販
売
）

手
続
等

換
金（
解
約
）

手
続
等

費
用
・
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

・
運
用
体
制

そ
の
他

用語解説

◆追加型株式投資信託
当初設定後も追加設定が行われ、追加設定分
も当初の信託財産とともに運用される株式投
資信託で、オープン型投資信託ともいいま
す。基本的にいつでも時価で買付・売却が可
能です。

■
振
替
受
益
権
に
つ
い
て

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
社
振
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
前

記
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
の
振
替
業

に
係
る
業
務
規
程
等
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の

と
し
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
分
配
金
、
償
還
金
、
換
金
代
金
は
、
社
振
法
お
よ

び
前
記
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
の
業

務
規
程
そ
の
他
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

そ
の
他

そ
の
他

契
約
型
の
追
加
型
証
券
投
資
信
託
の
受
益
権
で
す
。

格
付
け
は
取
得
し
て
い
ま
せ
ん
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
社
振
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
受
益

権
の
帰
属
は
、
後
述
の
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振

替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

定
ま
り
ま
す
（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益
権
」
と
い
い
ま
す
。）。
委

託
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
等
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
振

替
受
益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
振
替

受
益
権
に
は
無
記
名
式
や
記
名
式
の
形
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
兆
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

平
成
21
年
5
月
19
日
か
ら
平
成
22
年
5
月
18
日
ま
で
（
継
続
申
込
期
間
）

�

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
は
、
申
込
み
の
受
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

※　�

継
続
申
込
期
間
は
、
前
記
期
間
満
了
前
に
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
更
新
さ
れ
ま
す
。

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

発
行
（
売
出
）
価
格
の
総
額

発
行
（
売
出
）
価
額
の
総
額

申
込
期
間

申
込
期
間

振
替
機
関
は
次
の
通
り
で
す
。

株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る

日
ま
で
に
申
込
代
金
を
申
込
み
の
販
売
会
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

各
取
得
申
込
受
付
日
の
発
行
価
額
の
総
額
は
、
追
加
信
託
が
行
わ
れ

る
日
に
、
販
売
会
社
よ
り
委
託
会
社
の
指
定
す
る
口
座
を
経
由
し
て
、

受
託
会
社
の
指
定
す
る
フ
ァ
ン
ド
口
座
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
。

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

払
込
期
日

払
込
期
日

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所

等
に
お
い
て
申
込
み
の
取
扱
い
を
行
い
ま
す
。

払
込
み
は
原
則
と
し
て
、
申
込
み
の
取
扱
い
を

行
っ
た
販
売
会
社
に
お
い
て
取
り
扱
い
ま
す
。

販
売
会
社
に
つ
い
て
は
、
委
託
会
社
の
下
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
取
扱
場
所
・
払
込
取
扱
場
所

申
込
取
扱
場
所
・
払
込
取
扱
場
所

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785
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①
名
義
書
換
に
つ
い
て

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
受
益
者
集
会
に
つ
い
て

受
益
者
集
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
そ
の
議
決
権
は
存

在
し
ま
せ
ん
。

③
受
益
者
に
対
す
る
特
典

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

④
内
国
投
資
信
託
受
益
権
の
譲
渡
制
限
の
内
容

譲
渡
制
限
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
受
益
権
の
譲
渡
の

手
続
き
お
よ
び
受
益
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
は
以
下
に
よ
る
も
の

と
し
ま
す
。

ａ
．�

受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、

当
該
受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は

記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
に
振
替

の
申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
ｂ
．�

前
記
ａ
．
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
記
ａ
．
の
振
替
機
関

等
は
、
当
該
譲
渡
に
係
る
譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口

数
の
減
少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
増

加
に
つ
き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
記
ａ
．
の
振
替
機
関
等

が
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受

人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替
機
関
等
（
当
該
他

の
振
替
機
関
等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）
に
社
振
法
の
規

定
に
し
た
が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数

の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も

の
と
し
ま
す
。

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

ｃ
．�

前
記
ａ
．
の
振
替
に
つ
い
て
、
委
託
会
社
は
、
当
該
受
益
者

の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て

い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
と
譲
受
人
の
振
替
先

口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合
等
に
お
い
て
、

委
託
会
社
が
必
要
と
認
め
た
と
き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替
停
止

期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｄ
．�

受
益
権
の
譲
渡
は
、
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
ま
た
は
記
録
に

よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
会
社
お
よ
び
受
託
会
社
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
受
益
権
の
再
分
割

委
託
会
社
は
、
受
託
会
社
と
協
議
の
う
え
、
社
振
法
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に
再
分
割
で

き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
償
還
金

償
還
金
は
、
償
還
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記

載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
償
還
日
以
前
に
お
い
て
一

部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、

当
該
償
還
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払

前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受

益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払

い
ま
す
。

⑦ 
質
権
口
記
載
ま
た
は
記
録
の
受
益
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

�
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ

て
い
る
受
益
権
に
係
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
の
受
付
け
、
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
金
の
支
払
い
等

に
つ
い
て
は
、
約
款
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
民
法
そ
の
他
の
法
令

等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
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運
用
状
況

運
用
状
況

(1)【投資状況】 

「ＤＷＳ世界新興国株式ファンド」 
(平成21年 9月30日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％) 

親投資信託受益証券 日本 23,192,031,166 100.37 

コール・ローン・その他の資産 
(負債控除後) 

― △85,037,838 △0.37 

合計(純資産総額) ― 23,106,993,328 100.00 

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

(参考情報) 

「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」 
(平成21年 9月30日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％) 

株式 アメリカ 543,425,040 2.14 

 カナダ 1,321,429,706 5.20 

 イギリス 217,668,000 0.86 

 バミューダ 390,753,636 1.54 

 香港 798,795,000 3.14 

 ルクセンブルグ 482,668,605 1.90 

 インドネシア 348,035,000 1.37 

 メキシコ 900,592,825 3.54 

 ブラジル 5,239,076,448 20.62 

 韓国 1,376,162,187 5.42 

 台湾 1,920,474,654 7.56 

 インド 2,774,518,528 10.92 

 南アフリカ 841,902,350 3.31 

 ロシア 3,177,065,395 12.50 

 中国 2,994,483,120 11.78 

 ケイマン 560,217,195 2.20 

 小 計 23,887,267,689 94.01 

コール・ローン・その他の資産 
(負債控除後) － 1,522,270,722 5.99 

合計(純資産総額) － 25,409,538,411 100.00 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 
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(2)【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

「ＤＷＳ世界新興国株式ファンド」 

＜評価額(全銘柄)＞ 

(平成21年 9月30日現在)

国／ 
地域 

種類 銘柄名 数量(口) 
簿価単価 
評価単価 
(円) 

簿価金額 
評価金額 
(円) 

投資 
比率 
(％) 

0.7233 21,706,516,748 
日本 

親投資信託
受益証券 

ＤＷＳ世界新興国株式 
マザーファンド 

30,010,392,296
0.7728 23,192,031,166 

100.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

 

＜種類別投資比率＞ 

(平成21年 9月30日現在)

種類 国内／外国 投資比率(％) 

親投資信託受益証券 国内 100.37 

合計 － 100.37 

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。 

 

(参考情報) 

「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」 

＜評価額(上位30銘柄)＞ 

(平成21年 9月30日現在)

国／ 
地域 

種類 銘柄名 業種 
数量 

(株数) 

簿価単価 
評価単価 
(円) 

簿価金額 
評価金額 
(円) 

投資
比率
(％)

1,641.83 1,149,282,810
ブラジル 株式 VALE SA-PREF A 素材 700,000

1,843.66 1,290,568,370
5.08 

1,953.18 976,594,500
ブラジル 株式 

PETROBRAS-PETROLEO 
BRAS 

エネルギー 500,000
2,061.19 1,030,597,400

4.06 

937.80 935,926,787
台湾 株式 

TAIWAN SEMICONDUCTOR-
SP ADR 

半導体・半導
体製造装置 

998,001
973.36 971,420,141

3.82 

967.46 870,718,286
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 

電気通信サー
ビス 

900,000
887.55 798,795,000

3.14 

4,173.96 542,615,315
ロシア 株式 LUKOIL-SPON ADR エネルギー 130,000

4,943.50 642,656,040
2.53 

464.58 534,268,725
ロシア 株式 GAZPROM RTS CLASSIC エネルギー 1,150,000

538.10 618,818,047
2.44 

1,116.79 446,719,920
インド 株式 

STERLITE INDUSTRIES 
INDI-ADR 

素材 400,000
1,414.49 565,797,120

2.23 

508.78 407,027,520
ロシア 株式 OAO ROSNEFT OIL CO-GDR エネルギー 800,000

685.59 548,476,800
2.16 

2,093.12 418,625,944
アメリカ 株式 NII HOLDINGS INC 

電気通信サー
ビス 

200,000
2,717.12 543,425,040

2.14 

4,100.75 492,090,000
インド 株式 

BHARAT HEAVY 
ELECTRICALS 

資本財 120,000
4,276.81 513,217,440

2.02 

1,024.93 409,972,240
カナダ 株式 IAMGOLD CORP 素材 400,000

1,248.06 499,226,960
1.96 

895.04 402,771,042
カナダ 株式 SILVER WHEATON CORP 素材 450,000

1,105.97 497,688,570
1.96 

1,709.47 393,180,285
ロシア 株式 OAO GAZPROM SPON ADR エネルギー 230,000

2,152.41 495,054,438
1.95 

61.69 431,844,000
中国 株式 

IND & COMM BK OF CHINA 
- H 

銀行 7,000,000
69.14 483,991,200

1.90 

2,663.22 399,483,031ルクセンブ
ルグ 

株式 TENARIS SA-ADR エネルギー 150,000
3,217.79 482,668,605

1.90 

894.52 447,264,121
南アフリカ 株式 

HARMONY GOLD MINING CO 
LTD 

素材 500,000
956.06 478,030,850

1.88 

76.35 412,335,360
中国 株式 

ZIJIN MINING GROUP CO 
LTD-H 

素材 5,400,000
88.11 475,819,920

1.87 
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4,023.33 482,800,711
メキシコ 株式 

AMERICA MOVIL-ADR 
SERIES L 

電気通信サー
ビス 

120,000
3,959.31 475,118,028

1.87 

378.38 435,137,248
中国 株式 

CHINA LIFE INSURANCE 
CO-H 

保険 1,150,000
396.92 456,462,600

1.80 

3,745.51 374,551,920
ロシア 株式 

MOBILE TELESYSTEMS-SP 
ADR 

電気通信サー
ビス 

100,000
4,438.33 443,833,200

1.75 

1,946.73 389,346,360
ブラジル 株式 

TIM PARTICIPACOES SA-
ADR 

電気通信サー
ビス 

200,000
2,199.31 439,863,960

1.73 

1,341.98 407,436,215
台湾 株式 MEDIATEK INC 

半導体・半導
体製造装置 

303,606
1,445.21 438,777,463

1.73 

703.41 422,046,411
中国 株式 

PING AN INSURANCE 
GROUP CO-H 

保険 600,000
726.33 435,801,600

1.72 

125.84 295,730,932
ロシア 株式 SBERBANK RF-$ US 銀行 2,350,000

182.22 428,226,870
1.69 

125.79 318,683,664
メキシコ 株式 

GRUPO MEXICO SAB DE CV 
SER B 

素材 2,533,333
167.95 425,474,797

1.67 

13,308.30 399,249,266
韓国 株式 SK TELECOM 

電気通信サー
ビス 

30,000
13,731.75 411,952,500

1.62 

387.66 387,669,082
インド 株式 NTPC LIMITED 公益事業 1,000,000

399.50 399,500,000
1.57 

2,705.27 324,633,031
インド 株式 

ICICI BANK LTD-SPON 
ADR 

銀行 120,000
3,278.23 393,387,768

1.55 

5,761.21 403,285,305
バミューダ 株式 BUNGE LIMITED 

食品・飲料・
タバコ 

70,000
5,582.19 390,753,636

1.54 

5,126.08 358,825,704
韓国 株式 KT&G CORP 

食品・飲料・
タバコ 

70,000
5,423.85 379,669,500

1.49 

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

 

＜種類別および業種別投資比率＞ 

(平成21年 9月30日現在)

種類 国内／外国 業種 投資比率(％) 

株式 外国 エネルギー 16.90 

  素材 23.38 

  資本財 7.86 

  耐久消費財・アパレル 0.86 

  小売 0.69 

  食品・飲料・タバコ 3.03 

  家庭用品・パーソナル用品 1.25 

  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.03 

  銀行 8.45 

  各種金融 1.06 

  保険 3.51 

  不動産 1.30 

  ソフトウェア・サービス 1.39 

  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.01 

  電気通信サービス 12.25 

  公益事業 3.49 

  半導体・半導体製造装置 5.55 

 小計 94.01 

合計 94.01 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別および業種別の評価金額の比率をいいます。 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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(3)【運用実績】 

①【純資産の推移】 

計算期間末 
または各月末 

純資産総額 
(百万円) 
(分配落) 

純資産総額 
(百万円) 
(分配付) 

1口当たり 
純資産額(円) 
(分配落) 

1口当たり 
純資産額(円) 
(分配付) 

第1期 
(平成19年 8月20日) 

40,987 40,987 0.9973 0.9973 

第2期 
(平成20年 2月18日) 

34,640 38,048 1.0083 1.1075 

第3期 
(平成20年 8月18日) 

31,829 31,829 0.8961 0.8961 

第4期 
(平成21年 2月18日) 

13,305 13,305 0.3861 0.3861 

第5期 
(平成21年 8月18日) 

21,745 21,745 0.6235 0.6235 

平成20年 9月末日 22,724 － 0.6528 － 

平成20年10月末日 15,337 － 0.4450 － 

平成20年11月末日 13,531 － 0.3915 － 

平成20年12月末日 13,510 － 0.3913 － 

平成21年 1月末日 12,914 － 0.3740 － 

平成21年 2月末日 13,682 － 0.3972 － 

平成21年 3月末日 15,247 － 0.4437 － 

平成21年 4月末日 17,413 － 0.5047 － 

平成21年 5月末日 20,954 － 0.6059 － 

平成21年 6月末日 20,941 － 0.5999 － 

平成21年 7月末日 22,303 － 0.6395 － 

平成21年 8月末日 22,045 － 0.6316 － 

平成21年 9月末日 23,106 － 0.6644 － 

(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。 

 

②【分配の推移】 

計算期間 計算期間末 1口当たりの分配金(円) 

第1期 平成19年 8月20日 0.0000 

第2期 平成20年 2月18日 0.1000 

第3期 平成20年 8月18日 0.0000 

第4期 平成21年 2月18日 0.0000 

第5期 平成21年 8月18日 0.0000 

 

③【収益率の推移】 

計算期間 収益率(％) 

第1期 
(平成19年 1月31日～平成19年 8月20日) 

△0.3 

第2期 
(平成19年 8月21日～平成20年 2月18日) 

11.0 

第3期 
(平成20年 2月19日～平成20年 8月18日) 

△11.1 

第4期 
(平成20年 8月19日～平成21年 2月18日) 

△56.9 

第5期 
(平成21年 2月19日～平成21年 8月18日) 

61.5 

(注2) 収益率は、小数第2位を四捨五入しています。 
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(1) 以下の情報は、有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況 1 財務

諸表」に記載された情報を抜粋したものです。 

(2) 当財務諸表は、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書

は、当該有価証券届出書に記載されている財務諸表に添付されております。 

 

ＤＷＳ世界新興国株式ファンド 

(1)【貸借対照表】 
（単位：円）

    
第4期計算期間 

（平成21年2月18日現在） 
第5期計算期間 

（平成21年8月18日現在） 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン － 824,056

  親投資信託受益証券 13,493,401,928 21,945,700,717

  未収利息 － 2

  流動資産合計 13,493,401,928 21,946,524,775

 資産合計 13,493,401,928 21,946,524,775

負債の部   

 流動負債   

  未払解約金 4,654,866 12,490,319

  未払受託者報酬 7,474,418 7,781,275

  未払委託者報酬 168,174,381 175,078,655

  その他未払費用 7,822,889 6,015,377

  流動負債合計 188,126,554 201,365,626

 負債合計 188,126,554 201,365,626

純資産の部   

 元本等   

  元本 34,464,708,674 34,876,561,682

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △21,159,433,300 △13,131,402,533

   （分配準備積立金） 276,616,120 533,603,397

  元本等合計 13,305,275,374 21,745,159,149

 純資産合計 13,305,275,374 21,745,159,149

負債純資産合計 13,493,401,928 21,946,524,775
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(2)【損益及び剰余金計算書】 
（単位：円）

  
第4期計算期間 

(自 平成20年8月19日 
 至 平成21年2月18日) 

第5期計算期間 
(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

営業収益   

 受取利息 － 439

 有価証券売買等損益 △17,616,747,813 8,371,493,772

 営業収益合計 △17,616,747,813 8,371,494,211

営業費用   

 受託者報酬 7,474,418 7,781,275

 委託者報酬 168,174,381 175,078,655

 その他費用 7,822,889 6,015,377

 営業費用合計 183,471,688 188,875,307

営業利益又は営業損失（△） △17,800,219,501 8,182,618,904

経常利益又は経常損失（△） △17,800,219,501 8,182,618,904

当期純利益又は当期純損失（△） △17,800,219,501 8,182,618,904

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 

△442,915,585 138,009,674

期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,690,720,260 △21,159,433,300

剰余金増加額又は欠損金減少額 171,366,285 516,604,458

 
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 

171,366,285 516,604,458

剰余金減少額又は欠損金増加額 282,775,409 533,182,921

 
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 

282,775,409 533,182,921

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △21,159,433,300 △13,131,402,533

    

 

 

(3)【注記表】 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 

第4期計算期間 

(自 平成20年8月19日 

 至 平成21年2月18日) 

第5期計算期間 

(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

有価証券の評価基準及び評価方

法 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、親投資信託受

益証券の基準価額で評価しておりま

す。 

親投資信託受益証券 

同左 
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用語解説

◆EDINET（エディネット）
Electronic�Disclosure� for� Investors’�
NETwork�の略で、「金融商品取引法に基づ
く有価証券報告書等の開示書類に関する電子
開示システム」の愛称です。投資家は、
EDINET�を利用することにより、インター
ネットを通じてファンドの有価証券報告書等
を閲覧することができます。

有
価
証
券
届
出
書
「
第
三
部　

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」
の
記
載
項

目
は
次
の
通
り
で
す
。

第
１�

フ
ァ
ン
ド
の
沿
革

第
２�

手
続
等

１�

申
込
（
販
売
）
手
続
等

２�

換
金
（
解
約
）
手
続
等

第
３�
管
理
及
び
運
営

１�

資
産
管
理
等
の
概
要

１
資
産
の
評
価

２
保
管

３
信
託
期
間

４
計
算
期
間

５
そ
の
他

２�
受
益
者
の
権
利
等

第
４��

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況

１�

財
務
諸
表

１
貸
借
対
照
表

２�

損
益
及
び
剰
余
金

計
算
書

３
注
記
表

４
附
属
明
細
表

２�

フ
ァ
ン
ド
の
現
況

純
資
産
額
計
算
書

第
５�

設
定
及
び
解
約
の
実
績

※　�

前
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
エ
デ
ィ
ネ
ッ
ト
）
で
も
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
の
項
目

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
の
項
目
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信
託
約
款

運
用
の
基
本
方
針

信
託
約
款
第
18
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
運
用
の
基
本
方
針

は
、
次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て

運
用
を
行
い
ま
す
。

₂
運
用
方
法

⑴
投
資
対
象

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
親
投
資

信
託
」
と
い
い
ま
す
。）
の
受
益
証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し

ま
す
。

⑵
投
資
態
度

①
主
と
し
て
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
い
ま

す
。

②
実
質
組
入
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ

ッ
ジ
は
行
い
ま
せ
ん
。

③
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変

動
リ
ス
ク
も
し
く
は
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取

引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る
オ
プ
シ

ョ
ン
取
引
、
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券

先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
（
以
下
「
有
価
証
券
先
物

取
引
等
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
上
記
の
よ
う

な
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑶
投
資
制
限

①
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

②
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ

ん
。

③
投
資
信
託
証
券
（
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。）

へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
％

以
下
と
し
ま
す
。

④
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い

て
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

⑤
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ

の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以

下
と
し
ま
す
。

⑥
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の

う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
1
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新

株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と

当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行

前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8

号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債

型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
へ
の
実
質
投
資

割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま

す
。

₃
収
益
分
配
方
針

毎
決
算
時
（
原
則
と
し
て
２
月
18
日
お
よ
び
８
月
18
日
。
た
だ
し
、

同
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）
に
、
原
則
と
し
て
以
下

の
方
針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

①
分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
経
費
控
除
後
の
繰
越
分
を
含
め
た

配
当
等
収
益
と
売
買
益
（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）
等
の
全

額
と
し
ま
す
。

②
収
益
分
配
金
額
は
、
委
託
者
が
基
準
価
額
水
準
、
市
況
動
向

等
を
勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少

額
の
場
合
に
は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
留
保
益
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託

者
の
判
断
に
基
づ
き
、
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま

す
。

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条　

こ
の
信
託
は
、
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
ド
イ
チ
ェ
・

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
株
式
会

社
り
そ
な
銀
行
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

②
こ
の
信
託
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
対
抗

要
件
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
信
託
法
（
大
正
11
年
法
律
第

62
号
）
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
２
条　

受
託
者
は
、
信
託
法
第
26
条
第
１
項
に
基
づ
く
信
託
事

追
加
型
証
券
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド　

約
款

追
加
型
証
券
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド　

約
款

追加型証券投資信託

DWS世界新興国株式ファンド

約 款

Deutsche Asset Management
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信
託
約
款

務
の
委
任
と
し
て
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第
1
項
の
規

定
に
よ
る
信
託
業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関

（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
に
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
29
条
第
2
項
第
1
号
に

規
定
す
る
利
害
関
係
人
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
を
含
み
ま

す
。）
と
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務
の
委
託
に
つ
い

て
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
場
合

に
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
、
金
額
お
よ
び
追
加
信
託
金
の
限
度
額
）

第
３
条　

委
託
者
は
、
金
１
，０
０
０
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者

の
た
め
に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、
受
託
者
は
こ
れ
を
引

き
受
け
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
２
，０
０
０
億
円
を

限
度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
追
加
信
託
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き

受
け
を
証
す
る
書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
前
項
の
限
度
額
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
４
条　

こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
47
条

第
１
項
、
第
47
条
第
２
項
、
第
48
条
第
１
項
、
第
49
条
第
１
項
お

よ
び
第
51
条
第
２
項
の
信
託
期
間
終
了
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条　

こ
の
信
託
に
係
る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、

金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
８
項
で

定
め
る
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条　

こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受

益
者
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
受
益
権
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７

条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数

に
応
じ
て
、
取
得
申
込
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条　

委
託
者
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に

つ
い
て
は
、
１
，０
０
０
億
口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ

て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８

条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合

に
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を

均
等
に
再
分
割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
８
条　

追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
前
営
業
日
の

基
準
価
額
に
当
該
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
し
ま
す
。

②
こ
の
信
託
約
款
に
お
い
て
基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属

す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）

を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時

価
ま
た
は
一
部
償
却
原
価
法
に
よ
り
評
価
し
て
得
た
信
託
財

産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
以

下
「
純
資
産
総
額
」
と
い
い
ま
す
。）
を
計
算
日
に
お
け
る

受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た
金
額
を
い
い
ま
す
。
な
お
、

外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証
券
（
以
下
「
外
貨

建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ
の
他
の
資
産
を
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の

仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

③
第
27
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
わ

が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に

よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条　

こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ

と
に
よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
権
の
帰
属
と
受
益
証
券
の
不
発
行
）

第
10
条　

こ
の
信
託
の
す
べ
て
の
受
益
権
は
、
社
債
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
（
政
令
で
定
め
る
日
以
降
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
」
と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社

債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
含
め
「
社
振
法
」
と
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
し
、

受
益
権
の
帰
属
は
、
委
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
こ
の
投
資
信
託
の
受

益
権
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
た
一
の
振
替
機
関
（
社

振
法
第
2
条
に
規
定
す
る
「
振
替
機
関
」
を
い
い
、
以
下
「
振
替

機
関
」
と
い
い
ま
す
。）
及
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管

理
機
関
（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い

い
、
振
替
機
関
を
含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）

の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り

ま
す
（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益
権
」
と
い
い
ま
す
。）。

②
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が

社
振
法
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在
し
な
い
場

合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
振
替

受
益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
受
益
者
は
、
委
託
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ

り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
場
合
を
除
き
、
無
記
名
式
受
益
証

券
か
ら
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
記
名
式
受
益

証
券
か
ら
無
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
受
益
証

券
の
再
発
行
の
請
求
を
行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
第
7
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に

つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま

た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関

へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託

者
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規

定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記

載
ま
た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。

（
受
益
権
の
設
定
に
係
る
受
託
者
の
通
知
）

第
11
条　

受
託
者
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い

て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振

替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行

い
ま
す
。

（
受
益
権
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条　

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
（
委
託
者
の
指
定
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品

取
引
業
を
行
う
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
登
録
金

融
機
関
（
委
託
者
の
指
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
11
項

に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
は
、

第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
受
益
権
の
取
得
の
申

込
み
を
し
た
取
得
申
込
者
に
対
し
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会

社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
取
得
の
申
込

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め

る
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
に
し
た
が
っ
て
契
約
（
以
下
「
別
に

定
め
る
契
約
」
と
い
い
ま
す
。）
を
結
ん
だ
取
得
申
込
者
に
限
り
、

１
口
の
整
数
倍
を
も
っ
て
取
得
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融

機
関
は
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、

当
該
受
益
権
の
取
得
申
込
み
に
応
じ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
取
得
申
込
者
は
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た

は
登
録
金
融
機
関
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
、

自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
こ
の
信
託
の
受
益
権
の
振
替
を

行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
示
す
も
の
と
し
、
当
該

口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た

は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券

会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金

（
第
４
項
の
受
益
権
の
価
額
に
当
該
取
得
申
込
の
口
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、

当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載

ま
た
は
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別

に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場

合
の
追
加
信
託
金
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
け

る
も
の
と
し
ま
す
。

④
第
１
項
の
場
合
の
受
益
権
の
価
額
は
、
取
得
申
込
み
を
受
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
、
手
数
料
な
ら
び
に
当

該
手
数
料
に
係
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
以
下
「
消
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信
託
約
款

費
税
等
」
と
い
い
ま
す
。）
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た

価
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取

得
申
込
に
係
る
受
益
権
の
価
額
は
、
１
口
に
つ
き
１
円
に
手

数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金

額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お

よ
び
登
録
金
融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
第
４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契

約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
権

の
価
額
は
、
第
37
条
に
規
定
す
る
各
計
算
期
間
終
了
日
の
基

準
価
額
と
し
ま
す
。

⑦
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
16

項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引
法

第
２
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場

を
「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の
売

買
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
３
号
も
し
く

は
同
項
第
５
号
の
取
引
を
行
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開

設
す
る
も
の
を「
証
券
取
引
所
」と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態（
金

融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を

含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政

治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は

流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ

る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ

び
す
で
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
権
の
譲
渡
に
係
る
記
載
ま
た
は
記
録
）

第
13
条　

受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合

に
は
、
当
該
受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た

は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
に
振
替
の

申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
振
替
機
関
等
は
、

当
該
譲
渡
に
係
る
譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
減

少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
増
加
に
つ

き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
す
る
も

の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
項
の
振
替
機
関
等
が
振
替
先
口

座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
振
替
先

口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替
機
関
等
（
当
該
他
の
振
替
機
関

等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）
に
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数
の
増
加
の

記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

③
委
託
者
は
、
第
1
項
に
規
定
す
る
振
替
に
つ
い
て
、
当
該
受

益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ

れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
と
譲
受
人
の
振

替
先
口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合
等
に
お

い
て
、
委
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
や
む
を
え
な

い
事
情
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替

停
止
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
14
条　

受
益
権
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿

へ
の
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託

者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

(

投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類)

第
15
条　

こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
（「
特
定
資
産
」
と
は
、
投
資
信
託

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

イ
有
価
証
券

ロ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
（
金
融
商
品
取
引
法
第

２
条
第
20
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
約
款
第
22
条
お

よ
び
第
23
条
に
定
め
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

ハ
金
銭
債
権

ニ
約
束
手
形

２
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
為
替
手
形

（
運
用
の
指
図
範
囲
等
）

第
16
条　

こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
有
価
証
券

（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
を
除
き
ま
す
。）
は
、
ド

イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
を
受
託
者
と
す
る
Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株

式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
親
投
資
信
託
」
と
い
い
ま
す
。）

の
受
益
証
券
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

２
国
債
証
券

３
地
方
債
証
券

４
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

５
社
債
券
（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た

新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
以
下
「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社

債
券
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

６
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第

２
条
第
１
項
第
４
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

７
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証

券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
６
号
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。）

８
協
同
組
織
金
融
機
関
に
係
る
優
先
出
資
証
券
（
金
融
商
品
取

引
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

９
資
産
の
流
動
化
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
新
優
先
出
資

引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１

項
第
８
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融

商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
13
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い

ま
す
。）

11
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

12
新
株
引
受
権
証
券
（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株

引
受
権
証
券
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
新
株
予

約
権
証
券

13
外
国
ま
た
は
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、

前
各
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

14
投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品

取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。）

15
投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２

条
第
１
項
第
11
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）
で
次
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

16
投
資
法
人
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
11
号

で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。）

ま
た
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
証
券

17
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
１
項
第
18
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

18
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
（
金
融
商
品
取

引
法
第
２
条
第
１
項
第
19
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
有
価

証
券
に
係
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

19
預
託
証
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
20
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

20
外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

21
指
定
金
銭
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

１
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
に

限
り
ま
す
。）

22
抵
当
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
16
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

23
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
１
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券

に
表
示
さ
れ
る
べ
き
も
の

24
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の

　

な
お
、
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び

に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た

は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
株
式
」
と
い
い
、

第
２
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
証
券
な
ら
び
に
第
16
号
の
証
券

お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う

ち
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

を
以
下
「
公
社
債
」
と
い
い
、
第
14
号
お
よ
び
第
15
号
の
証

券
を
以
下
「
投
資
信
託
証
券
」
と
い
い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
金
融
商
品
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
権
利
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
運
用
す
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信
託
約
款

る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
預
金

２
指
定
金
銭
信
託
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
14

号
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
を
除
き
ま
す
。）

３
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

４
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

５
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
２

条
第
２
項
第
1
号
で
定
め
る
も
の

６
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す

る
も
の

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
託
の
設
定
、
解

約
、
償
還
、
投
資
環
境
の
変
動
等
へ
の
対
応
等
、
委
託
者
が

運
用
上
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
委
託
者
は
信
託
金
を
主

と
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ

と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
（
親
投
資

信
託
の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
時
価
総

額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
の

時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の

合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
投
資

信
託
証
券
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま

す
。

（
受
託
者
の
自
己
ま
た
は
利
害
関
係
人
等
と
の
取
引
）

第
17
条　

受
託
者
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が

な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
な
ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
委

託
者
の
指
図
に
よ
り
、
信
託
財
産
と
、
受
託
者
お
よ
び
受
託
者
の

利
害
関
係
人
、
第
28
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の
委
託
先
お

よ
び
そ
の
利
害
関
係
人
ま
た
は
受
託
者
に
お
け
る
他
の
信
託
財
産

と
の
間
で
、
第
15
条
お
よ
び
第
16
条
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
に
定

め
る
資
産
へ
の
投
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
取
扱
い
は
、
第
21
条
か
ら
第
23
条
ま
で
、
第
25
条
、

第
27
条
、
第
32
条
お
よ
び
第
33
条
に
お
け
る
委
託
者
の
指
図

に
よ
る
取
引
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
18
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に

定
め
る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
い
ま

す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
19
条　

委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引

受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ

れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お
よ
び
証
券
取
引

所
に
準
ず
る
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社

の
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま
た
は
社
債

権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新

株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場
予
定
ま
た
は
登
録
予
定

の
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
で
目

論
見
書
等
に
お
い
て
上
場
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指

図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
20
条　

委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同

一
銘
柄
の
株
式
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す

る
当
該
株
式
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し

た
額
と
の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20

を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該

株
式
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信
託

の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株

予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み

な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０

０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ

ん
。

④
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該

新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
21
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、

株
券
の
引
き
渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
う
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
の
発
行
会
社
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計

数
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

１
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権

利
行
使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

２
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

３
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

４
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

５
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株

予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
２
３
６

条
第
1
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に

つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権

が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法

第
３
４
１
条
ノ
３
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8
号
の
定
め

が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株

予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
予
約
権
に
限

り
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

６
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受

権
付
社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産

に
属
す
る
新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債

券
の
新
株
予
約
権
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
を
信
用
取
引

の
委
託
保
証
金
の
代
用
と
し
て
差
し
入
れ
る
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
）

第
22
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る

有
価
証
券
先
物
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号

イ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

い
い
ま
す
。）
お
よ
び
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
金
融
商
品

取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取

引
を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
選
択

権
取
引
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
る
も
の
と
し
ま
す
（
以
下

同
じ
。）。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
為
替

変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け

る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け

る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
う

こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格

変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け

る
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び

に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引

を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
23
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変
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信
託
約
款

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取

金
利
ま
た
は
異
な
っ
た
受
取
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の

も
と
に
交
換
す
る
取
引
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
い
い
ま
す
。）

を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約

期
限
が
、
原
則
と
し
て
第
４
条
に
規
定
す
る
信
託
期
間
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託

期
間
内
で
全
部
解
約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に

係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
と
親
投
資
信
託
の

信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う

ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
（
以
下

「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
合
計
額
」
と
い
い
ま
す
。）

が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま

す
。
な
お
、
信
託
財
産
の
一
部
解
約
等
の
事
由
に
よ
り
、
上

記
純
資
産
総
額
が
減
少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本

の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に

相
当
す
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

④
前
項
に
お
い
て
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ

取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み

な
し
た
額
と
は
、
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ

プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
に
占
め
る
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の

受
益
証
券
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま

す
。

⑤
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市

場
実
勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

⑥
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
24
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
と

親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
の

う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
、
信
託

財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投

資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該

同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約

権
付
社
債
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
25
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範

囲
内
で
貸
し
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時

価
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計

額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

２
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債

の
額
面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社

債
の
額
面
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
各
号
に
規
定
す
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す

る
契
約
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た

と
き
は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
26
条　

外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の

国
際
収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
取
引
の
指
図
）

第
27
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
（
親
投

資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
う
ち

信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
を
含
み
ま
す
。）
に
つ
い
て
、

当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
外
国

為
替
の
売
買
の
予
約
取
引
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
外
貨

建
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
等
）

第
28
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
業
務
の
一

部
に
つ
い
て
、
信
託
業
法
第
22
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の

委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て
に
適
合
す

る
も
の
（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
を
含
み
ま
す
。）
を
委
託
先
と

し
て
選
定
し
ま
す
。

１
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂

行
に
懸
念
が
な
い
こ
と

２
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業

務
を
確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

３
委
託
さ
れ
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財

産
そ
の
他
の
財
産
と
を
区
分
す
る
等
の
管
理
を
行
う
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

４
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体

制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て

は
、
当
該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
前
２
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
託
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

業
務
（
裁
量
性
の
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
、
受
託
者

お
よ
び
委
託
者
が
適
当
と
認
め
る
者
（
受
託
者
の
利
害
関
係

人
を
含
み
ま
す
。）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。

１
信
託
財
産
の
保
存
に
係
る
業
務

２
信
託
財
産
の
性
質
を
変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

利
用
ま
た
は
改
良
を
目
的
と
す
る
業
務

３
委
託
者
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
処
分
お
よ
び
そ

の
他
の
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
係

る
業
務

４
受
託
者
が
行
う
業
務
の
遂
行
に
と
っ
て
補
助
的
な
機
能
を

有
す
る
行
為

第
29
条　

（
削
除
）

（
混
蔵
寄
託
）

第
30
条　

金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28

条
第
１
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
お
よ

び
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
こ
の
者
に
類
す

る
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
か
ら
、
売
買

代
金
お
よ
び
償
還
金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す

る
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預

金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関

ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を
締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金

融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混
蔵
寄
託
で
き
ま
す
。

（
信
託
財
産
の
登
記
等
お
よ
び
記
載
等
の
留
保
等
）

第
31
条　

信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
信
託

財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
信
託
の
登
記
ま
た

は
登
録
を
留
保
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
前
項
た
だ
し
書
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
保
護
の
た
め
に

委
託
者
ま
た
は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か

に
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の

記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

④
動
産
（
金
銭
を
除
き
ま
す
。）
に
つ
い
て
は
、
外
形
上
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
計
算
を
明
ら

か
に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

（
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
）

第
32
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
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信
託
約
款

証
券
に
係
る
信
託
契
約
の
一
部
解
約
、
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指

図
が
で
き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
33
条　

委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
解
約
お
よ
び
有

価
証
券
の
売
却
代
金
等
、
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の

清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お

よ
び
そ
の
他
の
収
入
金
を
再
投
資
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま

す
。

（
資
金
の
借
入
れ
）

第
34
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
な
ら
び
に
運

用
の
安
定
性
に
資
す
る
た
め
、
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手

当
て
（
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
の
た
め
に
借
入
れ

た
資
金
の
返
済
を
含
み
ま
す
。）
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
は
再
投

資
に
係
る
収
益
分
配
金
の
支
払
資
金
の
手
当
て
を
目
的
と
し
て
、

資
金
借
入
れ
（
コ
ー
ル
市
場
を
通
じ
る
場
合
を
含
み
ま
す
。）
の

指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当
該
借
入
金
を
も
っ
て

有
価
証
券
等
の
運
用
は
行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
に
係
る
借
入
期
間

は
、
受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で

保
有
す
る
有
価
証
券
等
の
売
却
代
金
の
受
渡
日
ま
で
の
間
、

受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有

す
る
有
価
証
券
等
の
解
約
代
金
入
金
日
ま
で
の
間
、
ま
た
は

受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有

す
る
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
入
金
日
ま
で
の
期
間
が
５
営

業
日
以
内
で
あ
る
場
合
の
当
該
期
間
と
し
、
資
金
借
入
額
は

当
該
有
価
証
券
等
の
売
却
代
金
、
当
該
有
価
証
券
等
の
解
約

代
金
お
よ
び
当
該
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
合
計
額
を
限
度

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
資
金
借
入
額
は
借
入
れ
指
図
を
行
う

日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
％
以
内
と
し
ま

す
。

③
再
投
資
に
係
る
収
益
分
配
金
の
支
払
資
金
の
手
当
て
を
目
的

と
す
る
借
入
期
間
は
、
信
託
財
産
か
ら
収
益
分
配
金
が
支
弁

さ
れ
る
日
か
ら
そ
の
翌
営
業
日
ま
で
と
し
、
資
金
借
入
額
は

収
益
分
配
金
の
再
投
資
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

④
借
入
金
の
利
息
は
信
託
財
産
中
よ
り
支
弁
し
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
35
条　

委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生

じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
全
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
36
条　

信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転

換
、
新
株
発
行
ま
た
は
株
主
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申

出
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の

清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当

金
お
よ
び
そ
の
他
の
未
収
入
金
で
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の

金
額
を
見
積
も
り
得
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ

れ
を
立
て
替
え
て
信
託
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

③
前
２
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託

者
と
委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め

ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
37
条　

こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
19
日
か
ら
８
月

18
日
ま
で
お
よ
び
８
月
19
日
か
ら
翌
年
２
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ

と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
期
計
算
期
間
は
、
平
成
19

年
１
月
31
日
か
ら
平
成
19
年
８
月
20
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終

了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営

業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
第

４
条
に
規
定
す
る
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
と
し
ま

す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
38
条　

受
託
者
は
、
毎
計
算
期
間
末
に
損
益
計
算
を
行
い
、
信

託
財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出

し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
い
、
信
託

財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提

出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
お
よ
び
監
査
費
用
）

第
39
条　

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す

る
諸
費
用
（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報
酬
、
印

刷
費
用
、
郵
送
費
用
、
公
告
費
用
、
格
付
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）

お
よ
び
受
託
者
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息
（
以
下
「
諸
経
費
」

と
い
い
ま
す
。）
は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら

支
払
わ
れ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
信
託
事
務
の
処
理
等
に
要
す
る

諸
費
用
の
支
払
い
を
信
託
財
産
の
た
め
に
行
い
、
支
払
金
額

の
支
払
い
を
信
託
財
産
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
場
合
、
委
託
者
は
、
現
に
信
託
財
産
の
た
め
に
支
払
っ
た

金
額
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
受
領
す
る
金

額
に
上
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
委
託
者
は

実
際
に
支
払
う
金
額
の
支
払
い
を
受
け
る
代
わ
り
に
、
か
か

る
諸
費
用
の
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
合
理
的
に
見
積
も
っ
た
う

え
で
、
実
際
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
費
用
額
を
上
限
と
し
て
固

定
率
ま
た
は
固
定
金
額
に
て
信
託
財
産
か
ら
そ
の
支
払
い
を

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

③
前
項
に
お
い
て
、
諸
費
用
の
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金

額
を
定
め
る
場
合
、
委
託
者
は
信
託
財
産
の
規
模
等
を
考
慮

し
て
、
期
中
に
あ
ら
か
じ
め
委
託
者
が
定
め
た
範
囲
内
で
か

か
る
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

④
第
2
項
に
お
い
て
諸
費
用
の
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定

め
る
場
合
、
か
か
る
諸
費
用
の
額
は
、
第
37
条
に
規
定
す
る

計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
応

じ
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
か
か
る
諸
費
用
は
、
毎
計
算
期
末
ま

た
は
信
託
終
了
の
時
に
信
託
財
産
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

（
信
託
報
酬
等
の
総
額
）

第
40
条　

委
託
者
お
よ
び
受
託
者
の
信
託
報
酬
の
総
額
は
、
第
37

条
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産

総
額
に
年
１
０
，０
０
０
分
の
１
８
８
の
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

し
ま
す
。

②
前
項
の
信
託
報
酬
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と

き
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
委
託
者
と
受
託

者
と
の
間
の
配
分
は
別
に
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
第
１
項
の
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を

信
託
報
酬
支
弁
の
と
き
に
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
）

第
41
条　

信
託
財
産
か
ら
生
ず
る
毎
計
算
期
末
に
お
け
る
利
益

は
、
次
の
方
法
に
よ
り
処
理
し
ま
す
。

１
配
当
金
、
利
金
、
貸
付
有
価
証
券
に
係
る
品
貸
料
お
よ
び
こ

れ
ら
に
類
す
る
収
益
か
ら
支
払
利
息
を
控
除
し
た
額
（
以
下

「
配
当
等
収
益
」
と
い
い
ま
す
。）
か
ら
、
諸
経
費
、
信
託
報

酬
お
よ
び
当
該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金

額
を
控
除
し
た
後
、
そ
の
残
金
を
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
次
期
以
降
の
分
配
金
に
あ
て
る
た
め
、

そ
の
一
部
を
分
配
準
備
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

２
売
買
損
益
に
評
価
損
益
を
加
減
し
た
利
益
金
額
（
以
下
「
売

買
益
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、
諸
経
費
、
信
託
報
酬
お
よ
び

当
該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除

し
、
繰
越
欠
損
金
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
売
買
益
を

も
っ
て
補
て
ん
し
た
後
、
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、
次
期
以
降
の
分
配
に
あ
て
る
た
め
、
分
配
準

備
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
毎
計
算
期
間
末
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
つ
き
生
じ
た
損

失
は
、
次
期
に
繰
り
越
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
払
い
込
み

と
支
払
い
に
関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
42
条　

受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
（
信
託
終
了

時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
総
口
数
で
除
し

て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
第
43
条
第

１
項
お
よ
び
第
３
項
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
支
払
開
始
日
ま
で

に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い
て
は
第
43
条
第
４
項
に
規
定
す
る
支
払

日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に
払

い
込
み
ま
す
。
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②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金

口
座
等
に
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
を
払

い
込
ん
だ
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の

責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
43
条　

収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内

の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
、
毎
計
算
期
間
の
末
日
に
お
い
て

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受

益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
お

い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま

す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前

に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託
者

の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で
記
載
ま

た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申

込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い

て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
受
託

者
が
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に
払
い
込
む
こ
と
に

よ
り
、
原
則
と
し
て
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
営
業
日

に
、
収
益
分
配
金
が
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び

登
録
金
融
機
関
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の

指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
受
益
者
に

対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
か
か
る
受
益
権
の

売
付
け
を
行
い
ま
す
。
当
該
売
付
け
に
よ
り
増
加
し
た
受
益

権
は
、
第
10
条
第
３
項
の
規
定
に
し
た
が
い
、
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す

③
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定

す
る
日
か
ら
、
信
託
終
了
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替

口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
信
託
終

了
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か

る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
信
託
終
了
日
以
前
に

設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託

者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で

記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と

し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
ま
す
。
な
お
、

当
該
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関

等
に
対
し
て
委
託
者
が
こ
の
信
託
の
償
還
を
す
る
の
と
引
き

換
え
に
、
当
該
償
還
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の
抹

消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い

当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

④
一
部
解
約
金
は
、
第
46
条
第
１
項
の
受
益
者
の
請
求
を
受
付

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
当

該
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
前
各
項（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、

償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定

す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い

て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
係
る
収
益
調

整
金
は
、
原
則
と
し
て
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価

額
等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑦
前
項
に
規
定
す
る
「
収
益
調
整
金
」
と
は
、
所
得
税
法
施
行

令
第
27
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
各
受
益
者
毎
の
信
託

時
の
受
益
権
の
価
額
と
元
本
と
の
差
額
を
い
い
、
原
則
と
し

て
、
追
加
信
託
の
つ
ど
当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、

収
益
分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、「
各

受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
」
と
は
、
原
則
と

し
て
、
各
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
を
い
い
、

追
加
信
託
の
つ
ど
当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益

分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
44
条　

受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
第
43
条
第
１
項
に

規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い

と
き
、
な
ら
び
に
償
還
金
に
つ
い
て
第
43
条
第
３
項
に
規
定
す
る

支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、

そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託

者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
買
取
り
）

第
45
条　

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関

は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
そ
の
受
益
権
を
買
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等

の
休
業
日
に
は
、
受
益
権
の
買
取
請
求
の
受
付
け
は
行
い
ま
せ

ん
。②

前
項
の
場
合
、
受
益
権
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求
を
受
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
り
に
関
し

て
当
該
買
取
り
を
行
う
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ

び
登
録
金
融
機
関
に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額

を
控
除
し
た
額
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、

証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、

デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制

の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の

変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の

極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え

第
1
項
に
よ
る
受
益
権
の
買
取
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と

お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
受
益
権
の
買
取
の
受
付
け
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
前
項
に
よ
り
受
益
権
の
買
取
り
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場

合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の

買
取
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
買

取
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
の
買
取
価

額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額

の
計
算
日
に
買
取
り
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
２
項
の
規

定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

（
一
部
解
約
）

第
46
条　

受
益
者
（
第
45
条
第
１
項
に
お
け
る
委
託
者
の
指
定
す

る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
を
含
み
ま
す
。
以
下
本
条
に

お
い
て
同
じ
。）
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託

者
に
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が

定
め
る
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業

日
に
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請
求
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た

場
合
に
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。
な
お
、

前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ
の

口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益

者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
者
が

行
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の

口
数
と
同
口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法

の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当

該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

③
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

④
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
係
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま

た
は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
振
替
受
益
権
を
も
っ
て
行
う

も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態

（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍

結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大

な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
1
項

に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ

と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受

付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
が
中
止
さ

れ
た
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な

い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該

受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
3
項

の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
47
条　

委
託
者
は
、
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
終
了
日
前
に

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
に
有
利
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と

き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信

Deutsche Asset Management
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信
託
約
款

託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委

託
者
は
あ
ら
か
じ
め
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、

受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、

信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を

監
督
官
庁
に
届
け
出
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
２
項
の
事
項
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
解
約

し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書

面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受

益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、

公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
に
基
づ
く
信
託
契
約
の
解
約
を

し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
前
項
に
基
づ
き
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ

の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に

対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を

行
い
ま
せ
ん
。

⑦
前
３
項
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、
真
に
や

む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
４
項

の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面

の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
48
条　

委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の

命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を

解
約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
52
条
の
規
定
に
し
た
が

い
ま
す
。

（
委
託
者
の
登
録
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
49
条　

委
託
者
が
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
と

き
、
解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者

は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
52
条
第

４
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社

と
受
託
者
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
50
条　

委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
51
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
者
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場
合
、

そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
者
ま
た
は
受
益
者

は
、
裁
判
所
に
受
託
者
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
託
者
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所
が
受
託
者
を
解
任
し

た
場
合
、
委
託
者
は
、
第
52
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
者

を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
信

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
52
条　

委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と

き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容

を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も

の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ

び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て

の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し

て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
１
項
に
基
づ
く
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ

ん
。

⑤
委
託
者
は
、
前
項
に
基
づ
き
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ

の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に

対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
公
告
を
行

い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
53
条　

第
47
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に

規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
47
条
第

４
項
ま
た
は
前
条
第
３
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て

異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
に
帰
属
す
る

受
益
権
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
公
告
）

第
54
条　

委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済

新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

（
質
権
口
記
載
又
は
記
録
の
受
益
権
の
取
り
扱
い
）

第
55
条　

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は

記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
、
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
金

の
支
払
い
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
約
款
に
よ
る
ほ
か
、
民
法
そ
の

他
の
法
令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
56
条　

こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き

は
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

上
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
31
日
（
信
託
契
約
締
結
日
）

委
託
者　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者　

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行

Ⅰ 

別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等

信
託
約
款
第
12
条
第
１
項
、
第
45
条
第
１
項
お
よ
び
第
46
条
第

１
項
に
お
け
る
「
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
」
と
は

次
の
も
の
と
し
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
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信
託
約
款

運
用
の
基
本
方
針

信
託
約
款
第
15
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
運
用
の
基
本
方
針

は
、
次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て

運
用
を
行
い
ま
す
。

２
運
用
方
法

⑴ 

投
資
対
象

主
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
（
香
港
を

含
む
）な
ど
新
興
国（
以
下「
主
要
投
資
対
象
国
」と
い
い
ま
す
。）

の
い
ず
れ
か
の
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
16

項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引
法
第

２
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を

「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の
売
買
ま

た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
も
し
く
は
同
項

第
５
号
の
取
引
を
行
な
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開
設
す
る

も
の
を
「
証
券
取
引
所
」
と
い
い
ま
す
。）
に
上
場
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）
さ
れ
て
い
る
株
式
お
よ
び
預
託

証
書
等
（
以
下
総
称
し
て
「
株
式
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
う
ち
、

主
要
投
資
対
象
国
に
お
い
て
主
た
る
企
業
活
動
を
展
開
す
る
企

業
、
本
店
が
所
在
す
る
企
業
の
株
式
等
を
主
要
投
資
対
象
と
し

ま
す
。

 

⑵ 
投
資
態
度

①
高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
主
要
投
資
対
象
国
の
企

業
の
株
式
等
に
投
資
し
ま
す
。

②
主
要
投
資
対
象
国
で
主
た
る
企
業
活
動
を
展
開
す
る
先
進
国

の
企
業
の
株
式
等
や
先
進
国
の
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て

い
る
主
要
投
資
対
象
国
の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

③
株
式
へ
の
投
資
に
あ
た
っ
て
は
、
収
益
性
・
成
長
性
な
ど
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
選
択
し
た
銘
柄
に
投
資
し
ま
す
。

④
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ
は
行

い
ま
せ
ん
。

⑤
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変

動
リ
ス
ク
も
し
く
は
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取

引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る
オ
プ
シ

ョ
ン
取
引
、
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券

先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
（
以
下
「
有
価
証
券
先
物

取
引
等
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
上
記
の
よ
う

な
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑶ 

投
資
制
限

①
株
式
へ
の
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

②
外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

③
投
資
信
託
証
券
へ
の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総

額
の
５
％
以
下
と
し
ま
す
。

④
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信

託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

⑤
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ

の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と

し
ま
す
。

⑥
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の

う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新

株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と

当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行

前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第
７
号
お
よ
び
第
８

号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債

型
新
株
予
約
権
付
社
債
」と
い
い
ま
す
。）へ
の
投
資
割
合
は
、

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条　

こ
の
信
託
は
、
そ
の
受
益
権
を
他
の
投
資
信
託
の
受
託

者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と

し
、
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

②
こ
の
信
託
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
対
抗

要
件
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
信
託
法
（
大
正
11
年
法
律
第

62
号
）
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

親投資信託

DWS世界新興国株式マザーファンド

約 款

親
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド　

約
款

親
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド　

約
款
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信
託
約
款

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
２
条　

受
託
者
は
、
信
託
法
第
26
条
第
１
項
に
基
づ
く
信
託
事

務
の
委
任
と
し
て
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
信
託
業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関

（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
に
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
29
条
第
２
項
第
１
号
に

規
定
す
る
利
害
関
係
人
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
を
含
み
ま

す
。）
と
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務
の
委
託
に
つ
い

て
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
場
合

に
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
、
金
額
お
よ
び
追
加
信
託
金
の
限
度
額
）

第
３
条　

委
託
者
は
、
金
１
，０
０
０
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者

の
た
め
に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、
受
託
者
は
こ
れ
を
引

き
受
け
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
１
兆
円
を
限
度
と

し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
追
加

信
託
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き
受
け
を
証

す
る
書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
前
項
の
限
度
額
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
４
条　

こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
41
条

第
１
項
お
よ
び
第
２
項
、
第
44
条
第
１
項
、
第
45
条
第
１
項
、
第

47
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
期
間
終
了
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条　

こ
の
信
託
に
係
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘

は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
３
項
第
２
号
イ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第

９
項
で
定
め
る
適
格
機
関
投
資
家
私
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
受
益
者
）

第
６
条　

こ
の
信
託
の
元
本
お
よ
び
収
益
の
受
益
者
は
、
こ
の
信

託
の
受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
の
証
券
投
資
信
託
の
受
託
者
で
あ
る
信
託

業
務
を
営
む
銀
行
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条　

委
託
者
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に

つ
い
て
は
、
１
，０
０
０
億
口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ

て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８

条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益

権
を
均
等
に
再
分
割
で
き
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
８
条　

追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
追
加
信
託
ま

た
は
信
託
契
約
の
一
部
解
約
（
以
下
「
一
部
解
約
」
と
い
い
ま
す
。）

の
処
理
を
行
う
前
の
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代

用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信

託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
ま
た
は
一
部
償
却
原
価
法
に
よ
り
評

価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
て

得
た
金
額
（
以
下
「
純
資
産
総
額
」
と
い
い
ま
す
。）
を
、
追
加

信
託
ま
た
は
一
部
解
約
を
行
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得

た
金
額
に
、
当
該
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額

と
し
ま
す
。
な
お
、
外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証
券

（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ
の
他
の

資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の

仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

②
第
25
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
わ

が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に

よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条　

こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ

と
に
よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
お
よ
び
種
類
）

第
10
条　

委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益

権
を
表
示
す
る
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
口
の
整
数
倍
の
口
数

を
表
示
し
た
受
益
証
券
と
し
ま
す
。

③
受
益
者
は
、
当
該
受
益
証
券
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条　

委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す

る
と
き
は
、
そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合

す
る
旨
の
受
託
者
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益

証
券
に
記
載
し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

(

投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類)

第
12
条　

こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
（「
特
定
資
産
」
と
は
、
投
資
信
託

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

イ
有
価
証
券

ロ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
（
金
融
商
品
取
引
法
第

２
条
第
20
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
約
款
第
20
条
お

よ
び
第
21
条
に
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

ハ
金
銭
債
権

ニ
約
束
手
形

２
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
為
替
手
形

（
運
用
の
指
図
範
囲
等
）

第
13
条　

委
託
者
（
第
16
条
第
1
項
に
規
定
す
る
委
託
者
か
ら
運

用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
を
含
み
ま
す
。
以

下
、
第
15
条
、
第
17
条
か
ら
第
23
条
、
第
25
条
、
第
30
条
か
ら
第

32
条
ま
で
同
じ
。）
は
、
信
託
金
を
、
主
と
し
て
次
の
有
価
証
券

（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
を
除
き
ま
す
。）
に
投
資

す
る
こ
と
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

２
国
債
証
券

３
地
方
債
証
券

４
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

５
社
債
券
（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た

新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
以
下
「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社

債
券
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

６
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第

２
条
第
１
項
第
４
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

７
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証

券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
６
号
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。）

８
協
同
組
織
金
融
機
関
に
係
る
優
先
出
資
証
券
（
金
融
商
品
取

引
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

９
資
産
の
流
動
化
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
新
優
先
出
資

引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１

項
第
８
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融

商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
13
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い

ま
す
。）

11
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

12
新
株
引
受
権
証
券
（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株

引
受
権
証
券
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
新
株
予

約
権
証
券

13
外
国
ま
た
は
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、

前
各
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

14
投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品

取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。）

15
投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２

条
第
１
項
第
11
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）
で
次
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

16
投
資
法
人
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
11
号

で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。）

ま
た
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
証
券
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信
託
約
款

17
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
１
項
第
18
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

18
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
（
金
融
商
品
取

引
法
第
２
条
第
１
項
第
19
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
有
価

証
券
に
係
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

19
預
託
証
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
20
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

20
外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

21
指
定
金
銭
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

１
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
に

限
り
ま
す
。）

22
抵
当
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
16
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

23
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
１
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券

に
表
示
さ
れ
る
べ
き
も
の

24
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の

な
お
、
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に
第

19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の

性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
株
式
」
と
い
い
、
第
２
号
か
ら
第

６
号
ま
で
の
証
券
な
ら
び
に
第
16
号
の
証
券
お
よ
び
第
13
号
な
ら

び
に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま

で
の
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
公
社
債
」
と
い
い
、

第
14
号
お
よ
び
第
15
号
の
証
券
を
以
下
「
投
資
信
託
証
券
」
と
い

い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
金
融
商
品
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
権
利
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
運
用
す

る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
預
金

２
指
定
金
銭
信
託
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
14

号
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
を
除
き
ま
す
。）

３
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

４
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

５
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
２

条
第
２
項
第
1
号
で
定
め
る
も
の

６
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す

る
も
の

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
託
の
設
定
、
解

約
、
償
還
、
投
資
環
境
の
変
動
等
へ
の
対
応
等
、
委
託
者
が

運
用
上
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
委
託
者
は
信
託
金
を
主

と
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ

と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
の
時
価
総

額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
受
託
者
の
自
己
ま
た
は
利
害
関
係
人
等
と
の
取
引
）

第
14
条　

受
託
者
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が

な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
な
ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
委

託
者
の
指
図
に
よ
り
、
信
託
財
産
と
、
受
託
者
お
よ
び
受
託
者
の

利
害
関
係
人
、
第
26
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の
委
託
先
お

よ
び
そ
の
利
害
関
係
人
ま
た
は
受
託
者
に
お
け
る
他
の
信
託
財
産

と
の
間
で
、
第
12
条
お
よ
び
第
13
条
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
に
定

め
る
資
産
へ
の
投
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
取
扱
い
は
、
第
19
条
か
ら
第
21
条
ま
で
、
第
23
条
、

第
25
条
、
第
30
条
お
よ
び
第
31
条
に
お
け
る
委
託
者
の
指
図

に
よ
る
取
引
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
15
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に

定
め
る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
い
ま

す
。

（
運
用
の
権
限
委
託
）

第
16
条　

委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
を
次
の
者
に

委
託
し
ま
す
。

商　

号
： 

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ

ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー

所
在
地
： 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
、
D-

６
０
３
２
７ 

マ
イ
ン
ツ
ァ
ー
・
ラ
ン
ト
通
り
1
７
８-

１
９
０

②
前
項
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
け
る
報
酬
は
、
か
か
る
者
と

委
託
者
と
の
間
で
別
途
合
意
し
た
取
り
決
め
に
基
づ
く
も
の

と
し
、
信
託
財
産
か
ら
の
直
接
的
な
支
弁
は
行
い
ま
せ
ん
。

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
１
項
に
よ
り
委
託
を
受

け
た
者
が
、
法
令
に
違
反
し
た
場
合
、
こ
の
信
託
契
約
に
違

反
し
た
場
合
、
信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
ぜ
し
め
た
場

合
等
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限

の
委
託
を
中
止
ま
た
は
委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
17
条　

委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引

受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商

品
取
引
法
第
２
条
第
16
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び

金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金

融
商
品
市
場
を
「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証

券
の
売
買
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
も
し

く
は
同
項
第
５
号
の
取
引
を
行
な
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開

設
す
る
も
の
を
「
証
券
取
引
所
」
と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お
よ
び

証
券
取
引
所
に
準
ず
る
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の

発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま

た
は
社
債
権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券

お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場
予
定
ま
た
は
登
録
予
定

の
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
で
目

論
見
書
等
に
お
い
て
上
場
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指

図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
18
条　

委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同

一
銘
柄
の
株
式
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０

分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資

の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
19
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、

株
券
の
引
き
渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
う
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
の
発
行
会
社
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計

数
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

１
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権

利
行
使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

２
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

３
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

４
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

５
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株

予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
２
３
６

条
第
１
項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に

つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権

が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法

第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第
７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め

が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株

予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
予
約
権
に
限

り
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

６
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受

権
付
社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産

Deutsche Asset Management
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信
託
約
款

に
属
す
る
新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債

券
の
新
株
予
約
権
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
を
信
用
取
引

の
委
託
保
証
金
の
代
用
と
し
て
差
し
入
れ
る
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
20
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回

避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物

取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
い
い
ま
す
。）、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
金
融
商
品
取

引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

お
よ
び
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条

第
８
項
第
３
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）
な
ら
び
に
外

国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
行
う
こ

と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
選
択
権
取
引
は
、

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
る
も
の
と
し
ま
す
（
以
下
同
じ
。）。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る

先
物
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る

先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
う
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
金
利
に
係
る

先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引

所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
行
う
こ
と
の

指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
21
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取

金
利
ま
た
は
異
な
っ
た
受
取
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の

も
と
に
交
換
す
る
取
引
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
い
い
ま
す
。）

を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約

期
限
が
、
原
則
と
し
て
第
４
条
に
規
定
す
る
信
託
期
間
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託

期
間
内
で
全
部
解
約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に

係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
が
、
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
信
託
財

産
の
一
部
解
約
等
の
事
由
に
よ
り
、
上
記
純
資
産
総
額
が
減

少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
が
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
委
託

者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
ス
ワ
ッ
プ
取

引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市

場
実
勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
22
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
が

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
23
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範

囲
内
で
貸
し
付
け
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時

価
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計

額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

２
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債

の
額
面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社

債
の
額
面
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
各
号
に
規
定
す
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す

る
契
約
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た

と
き
は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
24
条　

外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の

国
際
収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
取
引
の
指
図
）

第
25
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
に
つ
い

て
、
当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

外
国
為
替
の
売
買
の
予
約
取
引
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
等
）

第
26
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
業
務
の
一

部
に
つ
い
て
、
信
託
業
法
第
22
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の

委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て
に
適
合
す

る
も
の
（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
を
含
み
ま
す
。）
を
委
託
先
と

し
て
選
定
し
ま
す
。

１
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂

行
に
懸
念
が
な
い
こ
と

２
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業

務
を
確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

３
委
託
さ
れ
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財

産
そ
の
他
の
財
産
と
を
区
分
す
る
等
の
管
理
を
行
う
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

４
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体

制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て

は
、
当
該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
前
２
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
託
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

業
務
（
裁
量
性
の
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
、
受
託
者

お
よ
び
委
託
者
が
適
当
と
認
め
る
者
（
受
託
者
の
利
害
関
係

人
を
含
み
ま
す
。）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。

１
信
託
財
産
の
保
存
に
係
る
業
務

２
信
託
財
産
の
性
質
を
変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

利
用
ま
た
は
改
良
を
目
的
と
す
る
業
務

３
委
託
者
（
第
16
条
に
定
め
る
運
用
の
権
限
の
委
託
先
を
含

み
ま
す
。）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
処
分
お
よ

び
そ
の
他
の
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
行
為

に
係
る
業
務

４
受
託
者
が
行
う
業
務
の
遂
行
に
と
っ
て
補
助
的
な
機
能
を

有
す
る
行
為

第
27
条　

（
削
除
）

（
混
蔵
寄
託
）

第
28
条　

金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28

条
第
１
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
お
よ

び
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
こ
の
者
に
類
す

る
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
か
ら
、
売
買

代
金
お
よ
び
償
還
金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す

る
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預

金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関

ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を
締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金

融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混
蔵
寄
託
で
き
ま
す
。

（
信
託
財
産
の
登
記
等
お
よ
び
記
載
等
の
留
保
等
）

第
29
条　

信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
信
託

財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
信
託
の
登
記
ま
た

は
登
録
を
留
保
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
前
項
た
だ
し
書
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
保
護
の
た
め
に
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信
託
約
款

委
託
者
ま
た
は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か

に
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の

記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

④
動
産
（
金
銭
を
除
き
ま
す
。）
に
つ
い
て
は
、
外
形
上
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
計
算
を
明
ら

か
に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

（
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
）

第
30
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
の
売
却
等

の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
31
条　

委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
却
代

金
等
、
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算
分
配
金
、
有

価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収

入
金
を
再
投
資
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
32
条　

委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生

じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
33
条　

信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転

換
、
新
株
発
行
ま
た
は
株
主
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申

出
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の

清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当

金
お
よ
び
そ
の
他
の
未
収
入
金
で
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の

金
額
を
見
積
も
り
得
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ

れ
を
立
て
替
え
て
信
託
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

③
前
２
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託

者
と
委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め

ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
34
条　

こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
８
月
19
日
か
ら
翌
年

８
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１

期
計
算
期
間
は
、
平
成
19
年
１
月
31
日
か
ら
平
成
19
年
８
月
20
日

ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終

了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営

業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
第

４
条
に
規
定
す
る
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
と
し
ま

す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
35
条　

受
託
者
は
、
毎
計
算
期
末
に
損
益
計
算
を
行
い
、
信
託

財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し

ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
い
、
信
託

財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提

出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
）

第
36
条　

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す

る
諸
費
用
お
よ
び
受
託
者
の
立
て
替
え
た
立
替
金
の
利
息
（
以
下

「
諸
経
費
」
と
い
い
ま
す
。）
は
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産

中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

（
信
託
報
酬
）

第
37
条　

委
託
者
お
よ
び
受
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
し
信

託
報
酬
を
収
受
し
ま
せ
ん
。

（
利
益
の
留
保
）

第
38
条　

信
託
財
産
か
ら
生
じ
る
利
益
は
、
信
託
終
了
時
ま
で
信

託
財
産
中
に
留
保
し
、
期
中
の
分
配
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
追
加
信
託
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
計
理
処
理
）

第
39
条　

追
加
信
託
金
ま
た
は
信
託
の
一
部
解
約
金
は
、
当
該
金

額
と
元
本
に
相
当
す
る
金
額
と
の
差
額
を
、
追
加
信
託
に
あ
っ
て

は
追
加
信
託
差
金
、
信
託
の
一
部
解
約
に
あ
っ
て
は
解
約
差
金
と

し
て
処
理
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
一
部
解
約
）

第
40
条　

委
託
者
は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ

の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

②
解
約
金
は
、
一
部
解
約
を
行
う
日
の
一
部
解
約
ま
た
は
追
加

信
託
の
処
理
を
行
う
前
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
一
部

解
約
ま
た
は
追
加
信
託
を
行
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し

た
金
額
に
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た

額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
41
条　

委
託
者
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約

を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
に
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
も
し
く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託

者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま

す
。②

委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
こ

と
を
信
託
約
款
に
お
い
て
定
め
る
す
べ
て
の
証
券
投
資
信
託

が
そ
の
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す

る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
２
項
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解

約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て

の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し

て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
１
項
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に

係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交

付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑦
第
４
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

い
て
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ

ん
。

（
償
還
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と
支
払
い
に
関
す
る
受
託
者

の
免
責
）

第
42
条　

受
託
者
は
、
信
託
が
終
了
し
た
と
き
は
、
償
還
金
（
信

託
終
了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
口
数
で

除
し
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
全
額
を
委
託
者

に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
償
還
金
を
交
付

し
た
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に

任
じ
ま
せ
ん
。

（
償
還
金
の
支
払
い
）

第
43
条　

委
託
者
は
、
受
託
者
よ
り
償
還
金
の
交
付
を
受
け
た

後
、
受
益
証
券
と
引
換
え
に
当
該
償
還
金
を
受
益
者
に
支
払
い
ま

す
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
44
条　

委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の

命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を

解
約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

Deutsche Asset Management



52 りそな BRICsプラス〜DWS世界新興国株式ファンド〜

信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
48
条
の
規
定
に
従
い
ま

す
。

（
委
託
者
の
登
録
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
45
条　

委
託
者
が
、
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
を
受
け
た
と

き
、
解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者

は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
48
条
第

４
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社

と
受
託
者
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
46
条　

委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
47
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
者
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場
合
、

そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
者
ま
た
は
受
益
者

は
、
裁
判
所
に
受
託
者
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
託
者
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所
が
受
託
者
を
解
任
し

た
場
合
、
委
託
者
は
、
第
48
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
者

を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
者
は

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
48
条　

委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と

き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容

を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大

な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨

お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者

に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る

全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則

と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
1
項
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に

係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交

付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
49
条　

第
41
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に

規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
41
条
第

４
項
ま
た
は
前
条
第
３
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て

異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受

益
証
券
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の

手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
41
条
第
３
項
ま
た
は
前
条
第
２
項
に

規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

（
利
益
相
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
受
益
者
へ
の
書
面
の

交
付
）

第
50
条　

委
託
者
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
13
条
第
１
項
に
定
め
る
書
面
を
交
付
し
ま
せ
ん
。

（
運
用
報
告
書
）

第
51
条　

委
託
者
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
14
条
に
定
め
る
運
用
報
告
書
を
交
付
し
ま
せ
ん
。

（
公
告
）

第
52
条　

委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済

新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
53
条　

こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き

は
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

上
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

平
成
19
年
1
月
31
日
（
信
託
契
約
締
結
日
）

委
託
者　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者　

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行



53Deutsche Asset Management





愛称：

追加型投信／海外／株式
※課税上は株式投資信託として取扱われます｡

投資信託説明書（請求目論見書）
2009 .11

本 書 は 金 融 商 品 取 引 法（ 昭 和 2 3 年 法 律 2 5 号 ）第 1 3 条 の 規 定 に 基 づ く 目 論 見 書 で す 。



１．�本書により行うDWS世界新興国株式ファンド（愛称：りそな　BRICsプラス）
（以下「ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金
融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を
平成21年5月18日に関東財務局長に提出しており、平成21年5月19日にそ
の効力が発生しております。

２．�当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きの
ほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資
家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されている
ものではありません。

３．�本書は、有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報」の内容を記載したも
のであり、投資家の請求により交付される投資信託説明書（請求目論見書）です。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、
組入株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を
含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり
ます。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
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フ
ァ
ン
ド
の
沿
革

手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等

②�

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
み
と

同
時
に
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
当
該
取
得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替

を
行
う
た
め
振
替
機
関
等
の
口
座
を
申
し
出
る
も
の
と
し
、
当
該

口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記

録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、
当
該
取
得
申
込
み
の

代
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者

に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に
つ

い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記

録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通
知
を

行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託
会
社
か
ら
振
替
機

関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
そ

の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
い
ま

す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て

は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替

機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行
い

ま
す
。

③�

申
込
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
は
、
各
計
算

期
間
終
了
日
（
決
算
日
）
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。
基
準
価
額
に

つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

④�

申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
は
1
口
単
位
と
し
ま
す
。
申
込

単
位
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記

照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤�
申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

3
・
１
５
％
（
税
抜
3
・
0
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
定

め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申
込
手
数
料
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
申
込
手
数
料
は
無
手
数
料
と

し
ま
す
。

⑥
申
込
代
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
日
ま

①�

取
得
申
込
み
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
（
た

だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）
に
取

得
申
込
み
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
取
得
申
込
み
の
受
付
け
に
係

る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受

付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　

�

当
フ
ァ
ン
ド
は
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
の
分
配

時
に
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
「
一
般
コ
ー
ス
」
と
、
収
益
分
配

金
が
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
る
「
自
動
け
い
ぞ
く
投

資
コ
ー
ス
」
の
２
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド
の
取

得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
か
「
自

動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
し
出

る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
申
込
取
扱
場
所
に
よ
っ
て
は
、
ど

ち
ら
か
一
方
の
み
の
取
扱
い
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
す
る
場
合
、
取
得
申
込
者

は
、
当
該
販
売
会
社
と
の
間
で
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」
に

し
た
が
っ
て
契
約
※
（
以
下
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」
と
い
い

ま
す
。）
を
締
結
し
ま
す
。
な
お
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
せ
ず
受

取
り
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
再
投
資
の

停
止
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※　�

販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
、
同
様
の
権
利
義

務
関
係
を
規
定
す
る
名
称
の
異
な
る
契
約
ま
た
は
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
31
日　
　

�

信
託
契
約
締
結
、
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
運

用
開
始

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785
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で
に
申
込
み
の
販
売
会
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑦
取
得
申
込
み
の
受
付
け
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の

受
付
け
の
取
消
し
等

ａ
．�

信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

委
託
会
社
が
判
断
す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
取

得
申
込
み
の
受
付
け
を
制
限
ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

ｂ
．�

委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

16
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引

法
第
２
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市

場
を
「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の

売
買
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
も
し

く
は
同
項
第
５
号
の
取
引
を
行
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を

開
設
す
る
も
の
を「
証
券
取
引
所
」と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金

融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を

含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政

治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は

流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
受
益
権
の
取

得
申
込
み
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け

た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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換
金
（
解
約
）
手
続
等

換
金
（
解
約
）
手
続
等

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更

や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や

重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解

除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
前
記
③
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価

額
と
し
ま
す
。

（
注
）�

前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
受
益
権
を
買
い
取
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

①
受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託
会
社
に
一

部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社

の
営
業
日
（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日

ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除

き
ま
す
。）
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該

請
求
の
受
付
け
に
係
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し

た
も
の
を
当
日
の
受
付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

②
当
フ
ァ
ン
ド
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ

の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者

の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会
社
が
行
う

の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同

口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

③
解
約
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
の
翌
営

業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

　

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④
解
約
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
解
約
単
位

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会

先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤
お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
か
ら
解
約
に
係
る
所
定
の
税
金
を
差
し

引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

⑥
解
約
代
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、

営
業
所
等
に
お
い
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

⑦
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785
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管
理
及
び
運
営

〈
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法
〉

⑵
保
管

　

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
た
め
、
保
管
に

関
す
る
該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑶
信
託
期
間

　

信
託
契
約
締
結
日（
平
成
19
年
１
月
31
日
）か
ら
無
期
限
と
し
ま
す
。

⑷
計
算
期
間

①
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
19
日
か
ら
８
月
18
日
ま

で
お
よ
び
８
月
19
日
か
ら
翌
年
２
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
ま
す
。

②
前
記
①
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
計
算
期
間
終
了
日
に
該
当
す
る
日
（
以

下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間

終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算

期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑸
そ
の
他

①
信
託
の
終
了

ａ
．�
委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、

受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
信

託
終
了
前
に
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た

め
に
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事

情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
会
社
は
あ
ら
か
じ
め
解
約
し
よ
う

外
国
為
替
予
約
取
引

外
貨
建
資
産

公
社
債
等

株
式

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売

買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売

買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
し
た
が
っ
て
、

時
価
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
計
算
日
の
最
終
相
場

（
外
国
で
取
引
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

計
算
日
に
知
り
う
る
直
近
の
日
の
最
終
相
場
）
で
評
価
し
ま
す
。

基
準
価
額
で
評
価
し
ま
す
。

資
産
管
理
等
の
概
要

資
産
管
理
等
の
概
要

⑴
資
産
の
評
価

〈
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等
に
つ
い
て
〉

　

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用

有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協

会
規
則
に
し
た
が
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総

額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下｢

純
資
産
総
額｣

と
い

い
ま
す
。)�
を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額

を
い
い
ま
す
。

　

受
益
権
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で
す
。
な
お
、
便

宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
基
準
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々

算
出
さ
れ
ま
す
。

　

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス���http://w

w
w
.dam

j.co.jp/

　

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル��

０
１
２
０
―
４
４
２
―
７
８
５

　
　�

（
受
付
時
間
：
営
業
日
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
）

　

ま
た
、
原
則
と
し
て
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ
ン
基

準
価
格
」
欄
に
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

（
略
称
：
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）
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と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ｂ
．�

委
託
会
社
は
、
前
記
ａ
．
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
解

約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書

面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交

付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益

者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告

を
行
い
ま
せ
ん
。

ｃ
．�
前
記
ｂ
．
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る

者
は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ

き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

ｄ
．�

前
記
ｃ
．
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益

権
の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
ａ
．
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

ｅ
．�

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た

と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｆ
．�

前
記
ｃ
．
か
ら
ｅ
．
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照

ら
し
、
真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
前
記
ｃ
．
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告

お
よ
び
書
面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し

ま
せ
ん
。

②
信
託
約
款
の
変
更

ａ
．�

委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の

内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ｂ
．�

委
託
会
社
は
、
前
記
ａ
．
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が

重
大
な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る

旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に

対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
す
べ

て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し

て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｃ
．�

前
記
ｂ
．
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る

者
は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ

き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

ｄ
．�

前
記
ｃ
．
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益

権
の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
ａ
．
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

ｅ
．�

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た

と
き
は
、
原
則
と
し
て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

ａ
．�

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解

約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ
．�

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
記
②
の
規
定
に
し
た
が
い

ま
す
。

④
委
託
会
社
の
登
録
取
消
し
等
に
伴
う
取
扱
い

ａ
．�

委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
、

解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社

は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ
．�

前
記
ａ
．
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契

約
に
関
す
る
委
託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に

引
き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
前
記
②
ｄ
．

に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社
と
受
託

会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

⑤
運
用
報
告
書

　

委
託
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
当
該
信
託
財
産
の
計
算
期
間
の

末
日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証

券
の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
運
用

報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
販
売
会
社
を
通
じ
て
当
該
信
託
財
産
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に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

⑥
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

ａ
．�

投
資
信
託
受
益
権
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約

　
　

�

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
1
年
間
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

期
間
満
了
３
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
い

ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に

1
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長
後
の
取
扱
い
に
つ

い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
ま
た
は
販

売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
3
ヵ
月
前
に

な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｂ
．
投
資
顧
問
契
約

　
　

�

契
約
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
90
日
以
上
前
の
書
面
に
よ
る
相
手
方
へ
の
通
知
に
よ
り
、

ど
ち
ら
の
当
事
者
も
投
資
顧
問
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
終
了
の
通
知
に
際
し
、
投
資
顧
問
会
社
は
委
託
会
社
に

よ
り
別
段
指
示
さ
れ
な
い
限
り
、
終
了
日
ま
で
運
用
の
指
図
を

続
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑦
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

ａ
．�

委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ｂ
．�

委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑧
受
託
会
社
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い

ａ
．�

受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場

合
、
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社
ま
た

は
受
益
者
は
、
裁
判
所
に
受
託
会
社
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所

が
受
託
会
社
を
解
任
し
た
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記
②
の
規

定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社
を
選
任
し
ま
す
。

ｂ
．�

委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会

社
は
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

⑨
公
告

　

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。

⑩
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い

　

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

⑪
再
信
託

　

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に

つ
い
て
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
と
再

信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
係
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て
所
定
の
事

務
を
行
い
ま
す
。
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受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等

受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社
に
帰
属
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
権
の
一
部
解
約
請
求
権

　

受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
を

通
じ
て
、
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま

す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

　

前
記
「
資
産
管
理
等
の
概
要
⑸
そ
の
他
」
の
「
①
信
託
の
終
了
」

ま
た
は
「
②
信
託
約
款
の
変
更
」
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な

変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対

し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
会
社
に
対
し
、
自
己
に
帰

属
す
る
受
益
権
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
い
取
る
べ
き
旨
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
き
に
関
す
る

事
項
は
、
前
記
「
資
産
管
理
等
の
概
要
⑸
そ
の
他
」
の
「
①
信
託

の
終
了�

ｂ
．」
ま
た
は
「
②
信
託
約
款
の
変
更�

ｂ
．」
に
規
定
す
る

公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

　

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド

の
信
託
財
産
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

　

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
い
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持

分
に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

　

収
益
分
配
金
は
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日

ま
で
に
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載

ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
係
る
決

算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益

者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
係
る
決
算
日
以
前

に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会

社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は

原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
を
開
始
し
ま
す
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
収
益
分

配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
、
再
投
資
に
よ
り
増

加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

　

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
5
年
間
そ
の

支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
会
社

か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

②
償
還
金
に
対
す
る
請
求
権

　

受
益
者
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る

権
利
を
有
し
ま
す
。

　

償
還
金
は
、
原
則
と
し
て
信
託
終
了
日
（
信
託
終
了
日
が
休
業
日

の
場
合
は
翌
営
業
日
）
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
ま
で
に
、
信
託

終
了
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記

録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
信
託
終
了
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約

が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該

信
託
終
了
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払

前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受

益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払

い
を
開
始
し
ま
す
。

　

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら

10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
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フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況

1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、第4期計算期間（平成20年8月19日から平成21年2月18日

まで）及び第5期計算期間（平成21年2月19日から平成21年8月18日まで）の財務諸表について、改正前の

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

2.当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。 

 

3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（平成20年8月19日か

ら平成21年2月18日まで）及び第5期計算期間（平成21年2月19日から平成21年8月18日まで）の財務諸表

について、あらた監査法人による監査を受けております。 
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ＤＷＳ世界新興国株式ファンド 

(1)【貸借対照表】 
（単位：円）

    
第4期計算期間 

（平成21年2月18日現在） 
第5期計算期間 

（平成21年8月18日現在） 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン － 824,056

  親投資信託受益証券 13,493,401,928 21,945,700,717

  未収利息 － 2

  流動資産合計 13,493,401,928 21,946,524,775

 資産合計 13,493,401,928 21,946,524,775

負債の部   

 流動負債   

  未払解約金 4,654,866 12,490,319

  未払受託者報酬 7,474,418 7,781,275

  未払委託者報酬 168,174,381 175,078,655

  その他未払費用 7,822,889 6,015,377

  流動負債合計 188,126,554 201,365,626

 負債合計 188,126,554 201,365,626

純資産の部   

 元本等   

  元本 34,464,708,674 34,876,561,682

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △21,159,433,300 △13,131,402,533

   （分配準備積立金） 276,616,120 533,603,397

  元本等合計 13,305,275,374 21,745,159,149

 純資産合計 13,305,275,374 21,745,159,149

負債純資産合計 13,493,401,928 21,946,524,775

      

 

財
務
諸
表

財
務
諸
表



12 りそな BRICsプラス〜DWS世界新興国株式ファンド〜

(2)【損益及び剰余金計算書】 
（単位：円）

  
第4期計算期間 

(自 平成20年8月19日 
 至 平成21年2月18日) 

第5期計算期間 
(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

営業収益   

 受取利息 － 439

 有価証券売買等損益 △17,616,747,813 8,371,493,772

 営業収益合計 △17,616,747,813 8,371,494,211

営業費用   

 受託者報酬 7,474,418 7,781,275

 委託者報酬 168,174,381 175,078,655

 その他費用 7,822,889 6,015,377

 営業費用合計 183,471,688 188,875,307

営業利益又は営業損失（△） △17,800,219,501 8,182,618,904

経常利益又は経常損失（△） △17,800,219,501 8,182,618,904

当期純利益又は当期純損失（△） △17,800,219,501 8,182,618,904

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 

△442,915,585 138,009,674

期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,690,720,260 △21,159,433,300

剰余金増加額又は欠損金減少額 171,366,285 516,604,458

 
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 

171,366,285 516,604,458

剰余金減少額又は欠損金増加額 282,775,409 533,182,921

 
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 

282,775,409 533,182,921

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △21,159,433,300 △13,131,402,533
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(3)【注記表】 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 

第4期計算期間 

(自 平成20年8月19日 

 至 平成21年2月18日) 

第5期計算期間 

(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

有価証券の評価基準及び評価方

法 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、親投資信託受

益証券の基準価額で評価しておりま

す。 

親投資信託受益証券 

同左 

 

(貸借対照表に関する注記) 

項目 
第4期計算期間 

（平成21年2月18日現在） 

第5期計算期間 

（平成21年8月18日現在） 

1.計算期間末日における受益権の

総数 
34,464,708,674口 34,876,561,682口

2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総

額を下回っており、その差額は

21,159,433,300円です。 

貸借対照表上の純資産額が元本総

額を下回っており、その差額は

13,131,402,533円です。 

3.計算期間末日における1口当た

り純資産額 

(1万口当たり純資産額) 

0.3861円

(3,861円)

0.6235円

(6,235円)

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記) 

項目 

第4期計算期間 

(自 平成20年8月19日 

 至 平成21年2月18日) 

第5期計算期間 

(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

1.信託財産の運用の指図に係る

権限の全部又は一部を委託する

ために要する費用として委託者

報酬の中から支弁している額 

純資産に対して年率0.3％以内の額 同左 

2.分配金の計算方法 計算期間末における費用控除後の

配当等収益（251,923,164円）、収益

調整金（6,984,922円）、分配準備積

立金額（24,692,956円）より、分配

対象収益は、283,601,042円（1万口

当たり82円）でありますが、今期は

分配を行っておりません。 

計算期間末における費用控除後の

配当等収益（263,652,244円）、収益

調整金（18,708,011円）、分配準備

積立金（269,951,153円）より、分配

対象収益は、552,311,408円（1万口

当たり158円）でありますが、今期は

分配を行っておりません。 

 

(有価証券に関する注記) 

売買目的有価証券 

第4期計算期間(平成21年2月18日現在) 

種類 貸借対照表計上額（円） 
計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 13,493,401,928 △17,253,210,973

合計 13,493,401,928 △17,253,210,973

 

第5期計算期間(平成21年8月18日現在) 

種類 貸借対照表計上額（円） 
計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

親投資信託受益証券 21,945,700,717 8,335,423,022

合計 21,945,700,717 8,335,423,022

 

(デリバティブ取引に関する注記) 

該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(その他の注記) 

項目 
第4期計算期間 

（平成21年2月18日現在） 

第5期計算期間 

（平成21年8月18日現在） 

元本の推移 

期首元本額 35,520,474,533円 34,464,708,674円

期中追加設定元本額 574,477,864円 1,257,398,544円

期中一部解約元本額 1,630,243,723円 845,545,536円

 

(4)【附属明細表】 
①有価証券明細表 

(ア)株式 

該当事項はありません。 
 

(イ)株式以外の有価証券 

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考 

親投資信託受益証券 
ＤＷＳ世界新興国株式マザー

ファンド 
30,332,689,312 21,945,700,717 － 

合計 － 30,332,689,312 21,945,700,717 － 

 

②信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 

 

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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（参考情報） 

当ファンドは「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借

対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。 

なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。 

 

「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」の状況 

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 

 

(1)貸借対照表 

(平成21年2月18日現在) (平成21年8月18日現在) 
区分 

金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

預金 595,485,432 1,960,925,816

コール・ローン 288,697,303 117,616,305

株式 13,784,926,514 22,019,764,179

派生商品評価勘定 － 1,875,057

未収入金 7,243,243 －

未収配当金 41,828,486 106,108,374

未収利息 474 302

流動資産合計 14,718,181,452 24,206,290,033

資産合計 14,718,181,452 24,206,290,033

負債の部  

流動負債  

派生商品評価勘定 12,504 －

未払金 － 172,591,466

流動負債合計 12,504 172,591,466

負債合計 12,504 172,591,466

純資産の部  

元本等  

元本 33,130,311,703 33,219,943,074

剰余金  

剰余金又は欠損金（△） △18,412,142,755 △9,186,244,507

元本等合計 14,718,168,948 24,033,698,567

純資産合計 14,718,168,948 24,033,698,567

負債純資産合計 14,718,181,452 24,206,290,033
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(2)注記表 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

項目 
(自 平成20年8月19日 

 至 平成21年2月18日) 

(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

株式、カバードワラント、オプ

ション証券等につきましては移動平均

法に基づき、以下の通り原則として時

価で評価しております。 

株式につきましては移動平均法に基

づき、以下の通り原則として時価で評

価しております。 

(1)金融商品取引所等に上場されてい

る有価証券 

金融商品取引所等に上場されている

有価証券は、原則として金融商品取引

所等における計算期間末日の最終相場

（外貨建証券等の場合は計算期間末日

において知りうる直近の最終相場）で

評価しております。 

計算期間の末日に当該金融商品取引所

等の最終相場がない場合には、当該金

融商品取引所等における直近の日の最

終相場で評価しておりますが、直近の

日の最終相場によることが適当でない

と認められた場合は、当該金融商品取

引所等における計算期間末日又は直近

の日の気配相場で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されてい

る有価証券 

同左 

(2)金融商品取引所等に上場されてい

ない有価証券 

当該有価証券については、日本証券

業協会の公社債店頭売買参考統計値、

金融機関の提示する価額(ただし、売

気配相場は使用しない)又は価格提供

会社の提供する価額のいずれかから入

手した価額で評価しております。 

(2)金融商品取引所等に上場されてい

ない有価証券 

同左 

1.有価証券の評価基準及び評価

方法 

(3)時価が入手できなかった有価証券 

適正な評価額を入手できなかった場

合又は入手した評価額が時価と認定で

きない事由が認められた場合は、投資

信託委託会社が忠実義務に基づいて合

理的事由をもって時価と認めた価額も

しくは受託者と協議のうえ両者が合理

的事由をもって時価と認めた価額で評

価しております。 

(3)時価が入手できなかった有価証券 

同左 

2.デリバティブの評価基準及び

評価方法 

為替予約の評価は、個別法に基づ

き、原則として、わが国における計

算期間末日の対顧客先物相場の仲値

によって計算しております。ただ

し、為替予約のうち対顧客先物相場

が発表されていない通貨について

は、対顧客相場の仲値によって計算

しております。 

同左 

3.その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

「投資信託財産の計算に関する規

則」第60条及び第61条に基づいてお

ります。 

外貨建取引等の処理基準 

同左 
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(貸借対照表に関する注記) 

項目 (平成21年2月18日現在) (平成21年8月18日現在) 

1.受益権の総数 33,130,311,703口 33,219,943,074口

2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総

額を下回っており、その差額は

18,412,142,755円です。 

貸借対照表上の純資産額が元本総

額を下回っており、その差額は

9,186,244,507円です。 

3.1口当たり純資産額 

(1万口当たり純資産額) 

0.4443円

(4,443円)

0.7235円

(7,235円)

 

(有価証券に関する注記) 

売買目的有価証券 

（平成21年2月18日現在） 

種類 貸借対照表計上額(円) 
計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

株式 13,784,926,514 △4,935,402,189

合計 13,784,926,514 △4,935,402,189

(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間

（平成20年8月19日から平成21年2月18日まで）を指しております。 

 

（平成21年8月18日現在） 

種類 貸借対照表計上額(円) 
計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

株式 22,019,764,179 2,465,579,353

合計 22,019,764,179 2,465,579,353

(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間

（平成20年8月19日から平成21年8月18日まで）を指しております。 

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

 

項目 

(自 平成20年8月19日 

 至 平成21年2月18日) 

(自 平成21年2月19日 

 至 平成21年8月18日) 

1.取引の内容 当親投資信託の利用しているデリ

バティブ取引は、為替予約でありま

す。 

同左 

2.取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目的とし

ており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

同左 

3.取引の利用目的 デリバティブ取引は、外貨建金銭

債権債務等の為替変動リスクを回避

し、安定的な利益の確保を図る目的

で利用しております。 

同左 

4.取引に係るリスクの内容 為替予約取引に係る主要なリスク

は、為替相場の変動によるリスクで

あります。 

同左 

5.取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理に

ついては、取引権限及び取引限度額

等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が運用部門担当者の承認を

得て行っております。 

同左 

6.取引の時価等に関する事項につ

いての補足説明 

取引の時価に関する事項について

の契約額等は、あくまでもデリバ

ティブ取引における名目的な契約額

であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すもの

ではありません。 

同左 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

（通貨関連） 

(平成21年2月18日現在) 

契約額等  区分 種類 

(円) うち１年超(円) 
時価(円) 評価損益(円) 

為替予約取引     

売建     

市場取

引以外

の取引 アメリカドル 5,062,746 － 5,075,250 △12,504 

 合計 5,062,746 － 5,075,250 △12,504 

 

(平成21年8月18日現在) 

契約額等  区分 種類 

(円) うち１年超(円) 
時価(円) 評価損益(円) 

為替予約取引     

売建     

市場取

引以外

の取引 アメリカドル 200,048,643 － 198,173,586 1,875,057 

 合計 200,048,643 － 198,173,586 1,875,057 

（注）時価の算定方法 

1．本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、

以下のように評価しております。 

①同計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ

れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 

②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま

す。 

・同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場

のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 

・同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表

されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 

2．同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客相場

の仲値で評価しております。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

(その他の注記) 

項目 (平成21年2月18日現在) (平成21年8月18日現在)

1.元本の推移 

期首元本額 34,670,437,615円 33,130,311,703円

期中追加設定元本額 227,688,244円 929,178,556円

期中一部解約元本額 1,767,814,156円 839,547,185円

期末元本額 33,130,311,703円 33,219,943,074円

2.元本の内訳 

ＤＷＳ世界新興国株式ファンド 30,370,024,596円 30,332,689,312円

ＤＷＳグローバル新興国株投信 2,596,423,954円 2,717,179,759円

ＤＷＳ世界新興国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 163,863,153円 170,074,003円
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(3)附属明細表 

①有価証券明細表 

(ア)株式 

評価額 

通貨 銘柄 株数 単価 金額 備考

アメリカドル GAZPROM RTS CLASSIC 1,300,000 5.15 6,695,000.00

 LUKOIL-SPON ADR 200,000 45.00 9,000,000.00

 OAO GAZPROM SPON ADR 230,000 18.95 4,358,500.00

 OAO ROSNEFT OIL CO-GDR 800,000 5.64 4,512,000.00

 TENARIS SA-ADR 150,000 28.64 4,296,000.00

 POSCO-ADR 40,000 90.75 3,630,000.00

 SILVER WHEATON CORP 350,000 9.37 3,279,500.00

 STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR 400,000 12.38 4,952,000.00

 YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR 250,000 11.64 2,910,000.00

 BUNGE LIMITED 40,000 62.92 2,516,800.00

 ICICI BANK LTD-SPON ADR 120,000 28.67 3,440,400.00

 SBERBANK RF-$ US 2,350,000 1.39 3,278,250.00

 AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 100,000 44.76 4,476,000.00

 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 100,000 41.52 4,152,000.00

 NII HOLDINGS INC 160,000 22.48 3,596,800.00

 TIM PARTICIPACOES SA-ADR 200,000 21.58 4,316,000.00

 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 703,499 10.35 7,281,214.65

計   76,690,464.65

    (7,266,421,525)

カナダドル IAMGOLD CORP 400,000 12.31 4,924,000.00

 PAN AMERICAN SILVER CORP 160,000 20.28 3,244,800.00

計   8,168,800.00

    (699,902,784)

メキシコペソ GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 2,533,333 18.86 47,778,660.38

計   47,778,660.38

    (349,262,007)

ブラジルレアル PETROBRAS-PETROLEO BRAS 650,000 38.70 25,155,000.00

 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 100,000 48.19 4,819,000.00

 USINAS SIDER MINAS GER-PF A 50,000 46.88 2,344,000.00

 VALE SA-PREF A 600,000 32.33 19,398,000.00

 EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA 600,000 10.15 6,090,000.00

 NATURA COSMETICOS SA 200,000 29.75 5,950,000.00

 BANCO BRADESCO SA PREF 100,000 28.91 2,891,000.00

 BANCO DO BRASIL SA 200,000 24.38 4,876,000.00

 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 50,000 32.60 1,630,000.00

 BM&FBOVESPA SA 400,000 11.75 4,700,000.00

 CIA BRASILEIRA DE MEIOS DE 77,200 16.60 1,281,520.00

 ELETROPAULO METROPOLI-PREF B 200,000 33.53 6,706,000.00

計   85,840,520.00

    (4,323,786,992)

香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 3,000,000 9.95 29,850,000.00

 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,500,000 6.46 9,690,000.00

 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 5,400,000 6.56 35,424,000.00

 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H 3,700,000 7.08 26,196,000.00

 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 1,000,000 11.50 11,500,000.00

 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,300,000 12.28 15,964,000.00

 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3,000,000 5.95 17,850,000.00

 IND & COMM BK OF CHINA - H 7,000,000 5.30 37,100,000.00

 STANDARD CHARTERED PLC 200,000 175.10 35,020,000.00

 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,000,000 32.15 64,300,000.00

 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 400,000 61.20 24,480,000.00

 CHINA MOBILE LTD 700,000 84.15 58,905,000.00

 HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS 3,500,000 1.73 6,055,000.00

 HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS 3,500,000 1.10 3,850,000.00

計   376,184,000.00
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    (4,596,968,480)

インドネシアルピ

ア TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM 3,000,000 13,450.00 40,350,000,000.00

 ANEKA TAMBANG TBK PT 20,000,000 2,650.00 53,000,000,000.00

 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 10,000,000 3,450.00 34,500,000,000.00

計   127,850,000,000.00

    (1,227,360,000)

韓国ウォン DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 70,500 68,200.00 4,808,100,000.00

 TAEWOONG CO LTD 5,000 88,000.00 440,000,000.00

 SK TELECOM 17,000 173,000.00 2,941,000,000.00

計   8,189,100,000.00

    (617,458,140)

新台湾ドル AU OPTRONICS CORP 1,035,150 34.80 36,023,220.00

 DELTA ELECTRONICS INC 300,000 88.20 26,460,000.00

 HON HAI PRECISION INDUSTRY 575,000 104.50 60,087,500.00

 MEDIATEK INC 303,606 481.00 146,034,486.00

計   268,605,206.00

    (770,896,941)

インドルピー BHARAT HEAVY ELECTRICALS 120,000 2,181.25 261,750,000.00

 LARSEN & TOUBRO LIMITED 170,000 1,412.90 240,193,000.00

 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 1,000,000 218.50 218,500,000.00

 NTPC LIMITED 600,000 203.55 122,130,000.00

計   842,573,000.00

    (1,659,868,810)

南アフリカランド GOLD FIELDS LTD 200,000 95.75 19,150,000.00

 HARMONY GOLD MINING CO LTD 330,000 73.50 24,255,000.00

   43,405,000.00

    (507,838,500)

 22,019,764,179
合計  (22,019,764,179)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。 

2.合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 

3.外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入株式 

時価比率 

合計金額に 

対する比率 

アメリカドル 株式 17 銘柄 30.2% 33.0%

カナダドル 株式 2 銘柄 2.9% 3.2%

メキシコペソ 株式 1 銘柄 1.5% 1.6%

ブラジルレアル 株式 12 銘柄 18.0% 19.6%

香港ドル 株式 14 銘柄 19.1% 20.9%

インドネシアルピア 株式 3 銘柄 5.1% 5.6%

韓国ウォン 株式 3 銘柄 2.6% 2.8%

新台湾ドル 株式 4 銘柄 3.2% 3.5%

インドルピー 株式 4 銘柄 6.9% 7.5%

南アフリカランド 株式 2 銘柄 2.1% 2.3%

 

(イ)株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

②信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 

 

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記)Ⅱ 取引の時価等に関する事項で記載しております。 
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【純資産額計算書】 

「ＤＷＳ世界新興国株式ファンド」 
(平成21年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額 23,197,655,045円

Ⅱ 負債総額 90,661,717円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 23,106,993,328円

Ⅳ 発行済数量 34,777,625,370口

Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.6644円

 

(参考情報) 

「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」 
(平成21年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額 25,488,725,147円

Ⅱ 負債総額 79,186,736円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 25,409,538,411円

Ⅳ 発行済数量 32,878,103,902口

Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.7728円
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設
定
及
び
解
約
の
実
績

下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。 

計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 

第1期 
(平成19年 1月31日～平成19年 8月20日) 

46,012,057,225 4,915,175,770 

第2期 
(平成19年 8月21日～平成20年 2月18日) 

4,914,586,098 11,656,852,285 

第3期 
(平成20年 2月19日～平成20年 8月18日) 

3,359,640,924 2,193,781,659 

第4期 
(平成20年 8月19日～平成21年 2月18日) 

574,477,864 1,630,243,723 

第5期 
(平成21年 2月19日～平成21年 8月18日) 

1,257,398,544 845,545,536 

(注) 設定数量には、当初設定数量を含みます。 
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